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令和２年９月４日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

所 在 地  東京都台東区上野五丁目２番１号 

申請者名  日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 

代 表 者  取 締 役 社 長  村 松  衛 

 

敦賀発電所１号炉 廃止措置計画変更認可申請書 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の34第3

項において準用する同法第12条の6第3項の規定に基づき，下記のとおり敦賀

発電所１号炉の廃止措置計画変更認可の申請をいたします。 

記 

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

  氏名又は名称  日本原子力発電株式会社 

  住    所  東京都台東区上野五丁目２番１号 

  代表者の氏名  取締役社長  村 松  衛 

 

二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

  名    称  敦賀発電所 

  所 在 地  福井県敦賀市明神町１番地 

 

三 廃止措置の対象となる発電用原子炉の名称 

  名    称  敦賀発電所 １号原子炉 

 



四 変更に係る事項 

平成 29 年 4 月 19 日付け原規規発第 17041910 号をもって認可を受け，

別紙１のとおり変更認可（届出を含む。）を受けた敦賀発電所１号炉の廃止

措置計画認可申請書の記載事項中，「六 核燃料物質の管理及び譲渡し」を

「八 核燃料物質の管理及び譲渡し」に，「七 核燃料物質による汚染の除

去」を「九 核燃料物質による汚染の除去」に，「八 核燃料物質又は核燃

料物質によって汚染された物の廃棄」を「十 核燃料物質又は核燃料物質

によって汚染された物の廃棄」に，「九 廃止措置の工程」を「十一 廃止

措置の工程」に変更するとともに，次の事項の記述を別紙２のとおり変更

又は追加する。 

四 廃止措置対象施設及びその敷地 

五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法 

六 性能維持施設 

七 性能維持施設の位置，構造及び設備並びにその性能並びにその性能

を維持すべき期間 

八 核燃料物質の管理及び譲渡し 

九 核燃料物質による汚染の除去 

十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄 

十一 廃止措置の工程 

十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

 

五 変更の理由 

(1) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に伴う変

更 

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律の一部施行

に伴い，並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

律の規定に基づき，及び同法を実施するため，令和2年1月23日付で実



用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部の改正が行われた

ことから，関連する廃止措置計画認可申請書の記述の変更及び記述の

追加を行う。 

 

(2) 使用済燃料の崩壊熱減少に伴う性能維持施設の変更 

１号炉に貯蔵している使用済燃料の崩壊熱の減少に伴い，性能維持

施設による使用済燃料の冷却が不要となったことから，これに係る記

載を変更する。 

 

(3) その他，記載の適正化等を行う。 

以 上 

  





別紙１ 
 

敦賀発電所１号炉廃止措置計画変更認可（届出を含む。）の経緯 

 

 認 可（届 出）年 月 日 認   可   番   号 

1 

2 

3 

平成29 年 4 月 19 日 

平成31 年 2 月 28 日 (届出) 

令和 2 年 3 月 19 日 

原規規発第 17041910 号 

- 

原規規発第 2003193 号 
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。
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止

措
置
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象

施
設
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範
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そ
の

敷
地

 

敦
賀

発
電

所
の

廃
止

措
置

対
象

施
設

の
範

囲
は

，
原

子
炉

設
置

許
可

を
受

け
た

１
号

炉
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

で
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。

廃
止

措
置
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設
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２
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。
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。
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。
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廃
止

措
置

の
基

本
方

針
 

廃
止

措
置

は
，

安
全
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保

を
最
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先

に
，

次
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方
針

の
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に
行

う
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（
１

）
核

原
料

物
質

，
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律
（

以
下
「

原
子

炉
等

規
制

法
」
と

い
う

。）
，
核

原
料

物
質

，
核

燃
料

物
質

及
び

原
子

炉
の

規
制

に
関

す
る

法
律

施
行

令
（

以
下
「

原
子

炉

等
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法

施
行
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」
と

い
う

。）
，
実
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発
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原
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設
置

，
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転
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則
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以
下
「

実

用
炉

規
則

」
と

い
う
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す
る
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に

，
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料

物
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又
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燃

料
物

質
の

製
錬

の
事

業
に

関
す

る
規

則
等

の
規

定
に

基
づ

く
線
量

限
度
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を

定
め

る
告

示
（

以
下
「

線
量

告
示

」
と

い
う

。）
に
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拠

す
る

。
ま

た
，
原

子
力

安
全

委
員
会

指
針

 
原

子
炉

施
設

の
解

体
に

係
る

安
全

確
保

の
基

本
的

考

え
方
（

平
成

1
3
年

8
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6
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一
部

改
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以

下
「

安
全

確
保

の
基

本
的

考
え

方
」
と

い
う

。
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参
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と

す
る

。
 

（
２
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周
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の

公
衆

及
び

放
射

線
業

務
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事
者

に
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し
，

原
子

炉
等
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法
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き
定

め
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て
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線
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を
遵

守
す

る
と

と
も

に
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国
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放

射
線

防
護
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（
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Ｃ

Ｒ
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が

19
77
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に
達

成
可

能
な

限
り

放
射

線
被

ば
く

を
低

減

す
る

よ
う

，
工

事
対

象
範

囲
の

核
燃

料
物

質
に

よ
る

汚
染

状
況

を
踏

ま
え

，
放

射
性

物
質

の
拡

散
及

び
漏

え
い

防
止

対
策

（
解

体
方

法
及

び
核

燃
料

物
質

に
よ

る
汚

染
の

除
去

方
法

の
策

定
を

含
む

。）
，

被
ば

く
低

減
対

策
及

び
事

故
防

止
対

策
を

講
じ

る
。

ま
た

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
廃

棄
に

つ
い

て
も

同
様

と
す

る
。

 

（
３

）
保

安
の

た
め

に
必

要
な

事
項

を
保

安
規

定
に

定
め

て
，
適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の

下
に

保
安

管
理

を
実

施
す

る
。

 

（
４

）
施

設
の

解
体

に
当

た
っ

て
は

，
２

号
炉

の
保

安
の

た
め
に

必
要

な
施

設
（

可
搬

型
重

大
事

故
等

対

処
設

備
の

保
管

場
所

及
び

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
を

含
む

。
）
の
機

能
に

影
響

を
及

ぼ
さ

な
い

こ
と

を
確

認

し
た

上
で

，
工

事
を

実
施

す
る

。
ま

た
，

２
号

炉
を

運
転

す
る

上
で

廃
止

措
置

計
画

へ
反

映
す

る
内

容
が

明
確

に
な

っ
た

場
合

は
，

変
更

認
可

を
受

け
る

。
 

 

                  実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（「

品

質
保

証
活

動
」
を
「

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ

ス
テ

ム
」
に

変
更

）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

２
 

安
全

確
保

対
策

 

  

２
．

４
 

専
ら

廃
止

措
置

の
用

に
供

す
る
装

置
に

関
す

る
こ

と
 

専
ら

廃
止

措
置

の
用

に
供

す
る

装
置

の
導

入
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

，
装

置
の

機
能

に
応

じ
て

日
本

産
業

規
格

等
の

規
格

及
び

基
準

に
準

拠
す

る
と

と
も

に
，
所

要
の

手
続

き
を

行
い

，
拡

散
及

び
漏

え
い

防

止
対

策
，

被
ば

く
低

減
対

策
及

び
事

故
防

止
対

策
を

講
じ

る
。

 

 

２
．

５
 

保
安

に
関

す
る

こ
と

 

燃
料

体
の

炉
心

へ
の

再
装

荷
を

不
可

と
す

る
措

置
を

含
め

，
保

安
の

た
め

に
必

要
な

事
項

は
，
保

安
規

定
に

定
め

る
。
ま

た
，
燃

料
体

の
保

管
に

つ
い

て
は
「

六
 核

燃
料

物
質

の
管

理
及

び
譲

渡
し

」
に

示
す

。

な
お

，
新

燃
料

及
び

使
用

済
燃

料
が

原
子

炉
施

設
か

ら
搬

出
さ

れ
る

ま
で

の
期

間
は

，
燃

料
取

扱
，
臨

界

防
止

，
放

射
線

遮
蔽

，
水

位
の

監
視

，
漏

え
い

の
監

視
，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

補
給

及
び

冷
却
・
浄

化

並
び

に
燃

料
落

下
防

止
機

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

 

２
．

６
 

労
働

災
害

防
止

対
策

 

一
般

労
働

災
害

防
止

対
策

と
し

て
，
高
所

作
業

対
策

，
石

綿
等

有
害

物
対

策
，
感

電
防

止
対

策
，
粉

じ

ん
障

害
対

策
，
酸

欠
防

止
対

策
，
振

動
対

策
，
騒

音
対

策
，
火

傷
防

止
対

策
，
回

転
工

具
取

扱
対

策
等

を

講
じ

る
。

 

 

２
 

安
全

確
保

対
策

 

  

２
．

４
 

専
ら

廃
止

措
置

の
用

に
供

す
る

装
置

に
関

す
る

こ
と

 

専
ら

廃
止

措
置

の
用

に
供

す
る

装
置

の
導

入
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

，
装

置
の

機
能

に
応

じ
て

日
本

産
業

規
格

等
の

規
格

及
び

基
準

に
準

拠
す

る
と

と
も

に
，
所

要
の

手
続

き
を

行
い

，
拡

散
及

び
漏

え
い

防

止
対

策
，

被
ば

く
低

減
対

策
及

び
事

故
防

止
対

策
を

講
じ

る
。

 

 

２
．

５
 

保
安

に
関

す
る

こ
と

 

燃
料

体
の

炉
心

へ
の

再
装

荷
を

不
可

と
す

る
措

置
を

含
め

，
保

安
の

た
め

に
必

要
な

事
項

は
，
保

安
規

定
に

定
め

る
。
ま

た
，
燃

料
体

の
保

管
に

つ
い

て
は
「

八
 核

燃
料

物
質

の
管

理
及

び
譲

渡
し

」
に

示
す

。

な
お

，
新

燃
料

及
び

使
用

済
燃

料
が

原
子

炉
施

設
か

ら
搬

出
さ

れ
る

ま
で

の
期

間
は

，
燃

料
取

扱
，
臨

界

防
止

，
放

射
線

遮
蔽

，
水

位
の

監
視

，
漏

え
い

の
監

視
，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

補
給

及
び

浄
化

並
び

に

燃
料

落
下

防
止

機
能

を
維

持
管

理
す

る
。

 

 

２
．

６
 

労
働

災
害

防
止

対
策

 

一
般

労
働

災
害

防
止

対
策

と
し

て
，
高

所
作

業
対

策
，
石

綿
等

有
害

物
対

策
，
感

電
防

止
対

策
，
粉

じ

ん
障

害
対

策
，
酸

欠
防

止
対

策
，
振

動
対

策
，
騒

音
対

策
，
火

傷
防

止
対

策
，
回

転
工

具
取

扱
対

策
等

を

講
じ

る
。

 

 

         本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更（
FP

C
系

冷

却
機

能
の

削

除
）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

４
 

解
体

の
対

象
と

な
る

施
設

及
び

そ
の

解
体

の
方

法
 

４
．

２
 

解
体

の
方

法
 

  

４
．

２
．

２
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

新
た

に
導

入
す

る
設

備
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

新
た

に
導

入
す

る
設

備
を

表
５

－
３

に
示

す
。
導

入
に

あ
た

っ
て

は
，
「

五
 

１
 

廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」

に
基

づ
き

，
適

切
な

品
質

保
証

活
動

の
下

に
保

安
管

理
を

実
施

し
，

ま
た

，

「
五

 
２

 
安

全
確

保
対

策
」

に
基

づ
き

，
日

本
産

業
規

格
等

の
規

格
及

び
基

準
に

準
拠

す
る

と
と

も

に
，
放

射
性

物
質

の
拡

散
及

び
漏

え
い

防
止

対
策

，
被

ば
く

低
減

対
策

，
事

故
防

止
対

策
及

び
労

働
災

害

防
止

対
策

を
講

じ
る

。
 

（
１

）
圧

縮
減

容
装

置
 

雑
固

体
廃

棄
物

及
び

解
体

工
事

で
発
生

す
る

金
属

等
の

減
容

の
た

め
圧

縮
減

容
装

置
を

導
入

す
る

。

圧
縮

減
容

装
置

は
，
耐

震
重

要
度

Ｃ
ク
ラ

ス
の

耐
震

設
計

を
行

う
。
圧

縮
減

容
装

置
の

名
称

，
設

置
位

置
，
種

類
，
処

理
能

力
，
主

要
寸

法
，
主

要
材

料
，
個

数
，
原

動
機

の
種

類
，
原

動
機

の
出

力
及

び
原

動
機

の
個

数
を

表
５

－
４

に
，
圧

縮
減

容
装

置
の

配
置

図
を

図
５

－
３

に
，
圧

縮
減

容
装

置
の

概
略

図

面
を

図
５

－
４

に
示

す
。

 

 

４
 

解
体

の
対

象
と

な
る

施
設

及
び

そ
の

解
体

の
方

法
 

４
．

２
 

解
体

の
方

法
 

  

４
．

２
．

２
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

新
た

に
導

入
す

る
設

備
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

新
た

に
導

入
す

る
設

備
を

表
５

－
３

に
示

す
。
導

入
に

あ
た

っ
て

は
，
「

五
 

１
 

廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
適

切
な

品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

下
に

保
安

管
理

を
実

施

し
，
ま

た
，
「

五
 

２
 

安
全

確
保

対
策

」
に

基
づ

き
，
日

本
産

業
規

格
等

の
規

格
及

び
基

準
に

準
拠

す

る
と

と
も

に
，
放

射
性

物
質

の
拡

散
及

び
漏

え
い

防
止

対
策

，
被

ば
く

低
減

対
策

，
事

故
防

止
対

策
及

び

労
働

災
害

防
止

対
策

を
講

じ
る

。
 

（
１

）
圧

縮
減

容
装

置
 

雑
固

体
廃

棄
物

及
び

解
体

工
事

で
発

生
す

る
金

属
等

の
減

容
の

た
め

圧
縮

減
容

装
置

を
導

入
す

る
。

圧
縮

減
容

装
置

は
，
耐

震
重

要
度

Ｃ
ク

ラ
ス

の
耐

震
設

計
を

行
う

。
圧

縮
減

容
装

置
の

名
称

，
設

置
位

置
，
種

類
，
処

理
能

力
，
主

要
寸

法
，
主

要
材

料
，
個

数
，
原

動
機

の
種

類
，
原

動
機

の
出

力
及

び
原

動
機

の
個

数
を

表
５

－
４

に
，
圧

縮
減

容
装

置
の

配
置

図
を

図
５

－
３

に
，
圧

縮
減

容
装

置
の

概
略

図

面
を

図
５

－
４

に
示

す
。

 

 

     実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（「

品

質
保

証
活

動
」
を
「

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ

ス
テ

ム
」
に

変
更

）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 
六

 
性

能
維

持
施

設
 

 

１
 

性
能

維
持

施
設

 

廃
止

措
置

を
安

全
に

進
め

る
上

で
，
放

射
性

物
質

を
内

包
す

る
系

統
及

び
設

備
を

収
納

す
る

建
屋
・
構

築
物

等
，

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

，
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

，
放

射
線

管
理

施

設
，

換
気

系
，

並
び

に
消

火
装

置
及

び
非

常
用

照
明

を
廃

止
措

置
の

進
捗

に
応

じ
て

維
持

管
理

し
て

い

く
。

２
号

炉
と

の
共

用
施

設
に

つ
い

て
は

，
２

号
炉

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
と

し
て

維
持

管
理

す
る

た

め
，

性
能

維
持

施
設

か
ら

除
く

。
 

性
能

維
持

施
設

に
係

る
必

要
な

機
能

及
び

性
能

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
の

基
本

的
な

考
え

方
を

以
下

に
示

す
。

 

 

（
１

）
放

射
性

物
質

を
内

包
す

る
系

統
及

び
機

器
を

収
納

す
る

建
屋
・
構

築
物

等
に

つ
い

て
は

，
こ

れ
ら

の
系

統
及

び
機

器
が

撤
去

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

，
放

射
性

物
質

の
漏

え
い

防
止

及
び

放
射

線
遮

蔽

の
機

能
及

び
性

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

 
ま

た
，

放
射

能
レ

ベ
ル

が
高

い
物

（
炉

心
支

持
構

造
物

）
の

搬
出

完
了

ま
で

の
期

間
，

生
体

し

ゃ
へ

い
体

の
放

射
線

遮
蔽

の
機

能
及

び
性

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

 

（
２

）
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

の
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
に

つ
い

て
は

，
新

燃
料

が
原

子
炉

施
設

か
ら

搬
出

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

，
燃

料
取

扱
，

臨
界

防
止

，
及

び
燃

料
落

下
防

止
の

機

能
及

び
性

能
を

維
持

管
理

す
る

。
ま

た
，

使
用

済
燃

料
が

原
子

炉
施

設
か

ら
搬

出
さ

れ
る

ま
で

の

期
間

，
燃

料
取

扱
，
臨

界
防

止
，
放

射
線

遮
蔽

，
水

位
の

監
視

，
漏

え
い

の
監

視
，
並

び
に

使
用

済

燃
料

プ
ー

ル
水

補
給

及
び

浄
化

の
機

能
及

び
性

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

 
２

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

の
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

う
ち

，
１

号
炉

使
用

済

燃
料

に
係

る
臨

界
防

止
の

機
能

及
び

性
能

は
１

号
炉

で
維

持
管

理
し

，
そ

の
他

の
機

能
及

び
性

能

は
２

号
炉

で
維

持
管

理
す

る
。

 

 
な

お
，

２
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
（

１
号

炉
使

用
済

燃
料

ラ
ッ

ク
）

は

所
定

の
手

続
き

を
経

た
の

ち
２

号
炉

で
維

持
管

理
す

る
。

 

 

（
３

）
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

に
つ

い
て

は
，
放

射
性

気
体

廃
棄

物
及

び
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

処

理
す

る
た

め
，

放
射

性
気

体
廃

棄
物

に
つ

い
て

は
管

理
区

域
解

除
ま

で
の

期
間

，
放

射
性

液
体

廃

棄
物

に
つ

い
て

は
処

理
完

了
ま

で
の

期
間

，
放

射
性

廃
棄

物
処

理
の

機
能

及
び

性
能

を
維

持
管

理

す
る

。
 

 
ま

た
，

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
処

理
・

貯
蔵

す
る

た
め

，
固

体
廃

棄
物

の
処

理
完

了
及

び
貯

蔵

し
て

い
る

固
体

廃
棄

物
の

抜
出

完
了

ま
で

の
期

間
，

放
射

性
廃

棄
物

処
理

・
貯

蔵
の

機
能

及
び

性

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（

新

規
追

加
）

 

         使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更（
FP

C
系

冷

却
機

能
の

削

除
）

 

 

- 5 -



注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

（
４

）
放

射
線

管
理

施
設

に
つ

い
て

は
，
管

理
区

域
内

作
業

に
係

る
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被
ば

く
管

理

及
び

環
境

へ
の

放
射

性
物

質
の

管
理

放
出

の
た

め
，
関

連
す

る
設

備
の

供
用

の
終

了
ま

で
の

期
間

，

放
射

線
監

視
及

び
管

理
放

出
の

機
能

及
び

性
能

を
維

持
管

理
す

る
。

 

 

（
５

）
換

気
系

に
つ

い
て

は
，
放

射
性

廃
棄

物
の

処
理

，
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被
ば

く
低

減
等

を
考

慮

し
て

，
空

気
の

浄
化

が
必

要
な

場
合

，
及

び
工

事
に

伴
い
気

体
状

の
放

射
性

物
質

が
発

生
す

る
可

能

性
の

あ
る

区
域

で
原

子
炉

施
設

外
へ

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

の
防

止
の

た
め

に
必

要
な

場

合
に

，
原

子
炉

建
物

通
常

用
換

気
系

は
関

連
す

る
設

備
の

供
用

の
終

了
ま

で
の

期
間

，
タ

ー
ビ

ン
建

物
換

気
系

，
サ

ー
ビ

ス
建

物
換

気
系

及
び

廃
棄

物
処

理
建

物
換

気
系

は
管

理
区

域
解

除
ま

で
の

期

間
，

換
気

の
機

能
及

び
性

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

 

（
６

）
非

常
用

電
源

設
備

に
つ

い
て

は
，
使

用
済

燃
料

運
搬

完
了

ま
で

の
期

間
，
原

子
炉

施
設

の
安

全
確

保
上

必
要

な
場

合
，
適

切
な

容
量

を
確

保
し

，
そ

れ
ぞ

れ
の

設
備

に
要

求
さ

れ
る

電
源

供
給

の
機

能

及
び

性
能

を
維

持
管

理
す

る
。

 

 

（
７

）
そ

の
他

の
安

全
確

保
上

必
要

な
設

備
に

つ
い

て
は

，
関

連
す

る
設

備
の

供
用

の
終

了
ま

で
の

期

間
，

安
全

確
保

上
必

要
な

設
備

そ
れ

ぞ
れ

に
要

求
さ

れ
る

機
能

及
び

性
能

を
維

持
管

理
す

る
。

 

 

以
上

の
基

本
的

な
考

え
方

に
基

づ
く

具
体

的
な

性
能

維
持

施
設

を
表

６
－

１
に

示
す

。
 

廃
止

措
置

の
進

捗
に

応
じ

て
，
表

６
－

１
に

示
す

性
能

維
持

施
設

を
変

更
す

る
場

合
は

，
廃

止
措

置
計

画
に

反
映

し
て

変
更

認
可

を
受

け
る

。
 

 

２
 

性
能

維
持

施
設

の
施

設
管

理
 

性
能

維
持

施
設

に
つ

い
て

は
，
必

要
な

期
間

中
，
必

要
な

機
能

及
び

性
能

が
維

持
で

き
る

よ
う

，
保

安

規
定

に
施

設
管

理
計

画
を

定
め

，
こ

れ
に

基
づ

き
施

設
管

理
を

実
施

す
る

。
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（「

位

置
，

構
造

及

び
設

備
」
，

「
性

能
」

の

追
加

，
２

号

炉
と

の
共

用

施
設

の
削

除
，

そ
の

他

記
載

の
適

正

化
）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 
 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（「

位

置
，

構
造

及

び
設

備
」
，

「
性

能
」

の

追
加

，
２

号

炉
と

の
共

用

施
設

の
削

除
，

そ
の

他

記
載

の
適

正

化
）

 

  使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更（
FP

C
系

冷

却
機

能
の

削

除
）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（「

位

置
，

構
造

及

び
設

備
」
，

「
性

能
」

の

追
加

，
２

号

炉
と

の
共

用

施
設

の
削

除
，

そ
の

他

記
載

の
適

正

化
）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（「

位

置
，

構
造

及

び
設

備
」
，

「
性

能
」

の

追
加

，
２

号

炉
と

の
共

用

施
設

の
削

除
，

そ
の

他

記
載

の
適

正

化
）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（「

位

置
，

構
造

及

び
設

備
」
，

「
性

能
」

の

追
加

，
２

号

炉
と

の
共

用

施
設

の
削

除
，

そ
の

他

記
載

の
適

正

化
）

 

      使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更（
FP

C
系

冷

却
機

能
削

除

に
伴

う
デ

ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
の

削
除

）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（「

位

置
，

構
造

及

び
設

備
」
，

「
性

能
」

の

追
加

，
２

号

炉
と

の
共

用

施
設

の
削

除
，

そ
の

他

記
載

の
適

正

化
）

 

      使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更（
FP

C
系

冷

却
機

能
削

除

に
伴

う
原

子

炉
補

機
冷

却

系
の

削
除

）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 
七

 
性

能
維

持
施

設
の

位
置

，
構

造
及

び
設

備
並

び
に

そ
の

性
能
並

び
に

そ
の

性
能

を
維

持
す

べ
き

期
間

 

 

性
能

維
持

施
設

の
位

置
，
構

造
及

び
設

備
並

び
に

そ
の

性
能

並
び

に
そ

の
性

能
を

維
持

す
べ

き
期

間
は

，

表
６

－
１

に
示

す
と

お
り

で
あ

る
。

 

 

表
６

－
１

に
示

す
性

能
維

持
施

設
は

，
原

子
炉

設
置

許
可

等
を

受
け

て
設

計
・

製
作

さ
れ

た
も

の
で

あ

り
，

こ
れ

を
引

き
続

き
使

用
す

る
た

め
，

そ
の

性
能

維
持

施
設
の

仕
様

等
と

し
て

，
設

置
時

の
仕

様
及

び

廃
止

措
置

時
に

必
要

な
台

数
を
「

位
置

，
構

造
及

び
設

備
」
欄

に
示

す
と

と
も

に
，
廃

止
措

置
段

階
に

お
い

て
必

要
と

な
る

機
能

を
「

機
能

」
欄

に
示

す
。

 

こ
の

性
能

維
持

施
設

を
維

持
管

理
し

，
使

用
す

る
こ

と
を

前
提

と
し

て
い

る
こ

と
か

ら
，

性
能

維
持

施

設
の

性
能

は
，「

実
用

発
電

用
原

子
炉

及
び

そ
の

附
属

施
設

の
技

術
基

準
に

関
す

る
規

則
」

等
を

参
考

に
，

廃
止

措
置

段
階

で
求

め
ら

れ
る

機
能

を
維

持
管

理
す

る
た

め
に

必
要

と
な

る
状

態
を

示
す

。
 

廃
止

措
置

の
進

捗
に

応
じ

て
，

表
６

－
１

に
示

す
性

能
維

持
施

設
の

位
置

，
構

造
及

び
設

備
並

び
に

そ

の
性

能
並

び
に

そ
の

性
能

を
維

持
す

べ
き

期
間

に
つ

い
て

変
更
す

る
場

合
は

，
廃

止
措

置
計

画
に

反
映

し

て
変

更
認

可
を

受
け

る
。

 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（

新

規
追

加
）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

六
 

核
燃

料
物

質
の

管
理

及
び

譲
渡

し
 

１
 

核
燃

料
物

質
の

存
在

場
所

ご
と

の
種
類

及
び

数
量

 

核
燃

料
物

質
の

存
在

場
所

ご
と

の
種

類
及

び
数

量
は

既
に

示
し

た
表

４
－

４
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 

２
 

核
燃

料
物

質
の

管
理

 

使
用

済
燃

料
は

，
搬

出
ま

で
の

期
間

，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

又
は

２
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
の

使
用

済

燃
料

貯
蔵

設
備

で
貯

蔵
す

る
。
な

お
，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

に
貯

蔵
し

て
い

る
使

用
済

燃
料

は
，
原

子

炉
本

体
等

解
体

準
備

期
間

中
に

，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
か

ら
，
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

に
収

納
し

，
２

号

炉
原

子
炉

建
屋

に
運

搬
し

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

で
貯

蔵
す

る
。
２

号
炉

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に

運
搬

し
た

使
用

済
燃

料
は

，
２

号
炉

に
て

管
理

を
行

う
。
ま

た
，
全

て
の

使
用

済
燃

料
を

２
号

炉
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

運
搬

し
た

場
合

，
２

号
炉

の
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
は

，
共

用
施

設
と

し
て

取
り

扱
わ

ず
，

１
号

炉
の

全
て

の
使

用
済

燃
料

は
廃

止
措

置
対

象
施

設
か

ら
搬

出
さ

れ
た

も

の
と

す
る

。
 

な
お

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

施
設

に
貯

蔵
中

の
使

用
済

燃
料

に
つ

い
て

は
，
国

の
使

用
済

燃
料

対
策

に
関

す
る

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

に
基

づ
き

策
定

し
て

い
る

使
用

済
燃

料
対

策
推

進
計

画
を

踏
ま

え
，

計
画

的

に
搬

出
す

る
。

 

新
燃

料
は

，
搬

出
ま

で
の

期
間

，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に
貯

蔵
し

，
気

中

で
燃

料
棒

の
引

き
抜

き
，
除

染
及

び
燃

料
集

合
体

へ
の

再
組

立
て

を
行

っ
た

後
，
新

燃
料

貯
蔵

庫
に

一
時

的
に

貯
蔵

す
る

。
な

お
，
新

燃
料

の
放

射
能

は
小

さ
い

た
め

，
崩

壊
熱

除
去

及
び

遮
蔽

に
関

し
て

は
特

別

な
措

置
を

要
し

な
い

。
 

使
用

済
燃

料
の

搬
出

は
，
関

係
法

令
を

遵
守

し
て

実
施

す
る

と
と

も
に

，
発

電
所

内
に

お
け

る
運

搬
に

つ
い

て
は

，
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
保

安
規

定
に

定
め

て
実

施
す

る
。

 

 

３
 

核
燃

料
物

質
の

譲
渡

し
 

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

貯
蔵

し
て

い
る

使
用

済
燃

料
及

び
既

に
２

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に
運

搬
さ

れ
た

使
用

済
燃

料
は

，
廃

止
措

置
終

了
ま

で
に

再

処
理

事
業

者
に

譲
り

渡
す

。
 

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
は

，
原

子
炉

本
体

等
解

体
準

備
期

間
中

に
加

工
事

業
者

に
譲

り
渡

す
。
な

お
，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に
貯

蔵
し

て
い

る
新

燃
料

は
，
気

中
で

燃
料

棒
の

引
き

抜
き

，
除

染
及

び
燃

料
集

合
体

形
状

へ
の

再
組

立

て
を

行
い

，
新

燃
料

貯
蔵

庫
に

一
時

的
に

貯
蔵

し
た

後
に

新
燃

料
輸

送
容

器
に

収
納

し
，
譲

り
渡

す
。
新

燃
料

の
除

染
作

業
に

お
い

て
は

，
燃

料
棒

を
安

全
に

取
り

扱
う

た
め

に
専

用
の

作
業

台
を

使
用

し
，
燃

料

棒
の

変
形

及
び

損
傷

を
防

止
す

る
と

と
も

に
，

取
り

扱
う

数
量

を
燃

料
集

合
体

１
体

の
み

か
つ

そ
の

１

体
分

の
燃

料
棒

に
限

定
し

，
臨

界
を

防
止

す
る

。
 

核
燃

料
物

質
の

運
搬

は
，

関
係

法
令

，
関

係
告

示
に

基
づ

き
適

切
に

実
施

す
る

。
 

 

八
 

核
燃

料
物

質
の

管
理

及
び

譲
渡

し
 

１
 

核
燃

料
物

質
の

存
在

場
所

ご
と

の
種

類
及

び
数

量
 

核
燃

料
物

質
の

存
在

場
所

ご
と

の
種

類
及

び
数

量
は

既
に

示
し

た
表

４
－

４
の

と
お

り
で

あ
る

。
 

 

２
 

核
燃

料
物

質
の

管
理

 

使
用

済
燃

料
は

，
搬

出
ま

で
の

期
間

，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

又
は

２
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
の

使
用

済

燃
料

貯
蔵

設
備

で
貯

蔵
す

る
。
な

お
，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

に
貯

蔵
し

て
い

る
使

用
済

燃
料

は
，
原

子

炉
本

体
等

解
体

準
備

期
間

中
に

，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
か

ら
，
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

に
収

納
し

，
２

号

炉
原

子
炉

建
屋

に
運

搬
し

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

で
貯

蔵
す

る
。
２

号
炉

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に

運
搬

し
た

使
用

済
燃

料
は

，
２

号
炉

に
て

管
理

を
行

う
。
ま

た
，
全

て
の

使
用

済
燃

料
を

２
号

炉
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

運
搬

し
た

場
合

，
２

号
炉

の
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
は

，
共

用
施

設
と

し
て

取
り

扱
わ

ず
，

１
号

炉
の

全
て

の
使

用
済

燃
料

は
廃

止
措

置
対

象
施

設
か

ら
搬

出
さ

れ
た

も

の
と

す
る

。
 

な
お

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

施
設

に
貯

蔵
中

の
使

用
済

燃
料

に
つ

い
て

は
，
国

の
使

用
済

燃
料

対
策

に
関

す
る

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

に
基

づ
き

策
定

し
て

い
る

使
用

済
燃

料
対

策
推

進
計

画
を

踏
ま

え
，

計
画

的

に
搬

出
す

る
。

 

新
燃

料
は

，
搬

出
ま

で
の

期
間

，
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に
貯

蔵
し

，
気

中

で
燃

料
棒

の
引

き
抜

き
，
除

染
及

び
燃

料
集

合
体

へ
の

再
組

立
て

を
行

っ
た

後
，
新

燃
料

貯
蔵

庫
に

一
時

的
に

貯
蔵

す
る

。
な

お
，
新

燃
料

の
放

射
能

は
小

さ
い

た
め

，
崩

壊
熱

除
去

及
び

遮
蔽

に
関

し
て

は
特

別

な
措

置
を

要
し

な
い

。
 

使
用

済
燃

料
の

搬
出

は
，
関

係
法

令
を

遵
守

し
て

実
施

す
る

と
と

も
に

，
発

電
所

内
に

お
け

る
運

搬
に

つ
い

て
は

，
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
保

安
規

定
に

定
め

て
実

施
す

る
。

 

 

３
 

核
燃

料
物

質
の

譲
渡

し
 

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

貯
蔵

し
て

い
る

使
用

済
燃

料
及

び
既

に
２

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

の
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に
運

搬
さ

れ
た

使
用

済
燃

料
は

，
廃

止
措

置
終

了
ま

で
に

再

処
理

事
業

者
に

譲
り

渡
す

。
 

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
は

，
原

子
炉

本
体

等
解

体
準

備
期

間
中

に
加

工
事

業
者

に
譲

り
渡

す
。
な

お
，
１

号
炉
原

子
炉

建
物

内
の

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備

に
貯

蔵
し

て
い

る
新

燃
料

は
，
気

中
で

燃
料

棒
の

引
き

抜
き

，
除

染
及

び
燃

料
集

合
体

形
状

へ
の

再
組

立

て
を

行
い

，
新

燃
料

貯
蔵

庫
に

一
時

的
に

貯
蔵

し
た

後
に

新
燃

料
輸

送
容

器
に

収
納

し
，
譲

り
渡

す
。
新

燃
料

の
除

染
作

業
に

お
い

て
は

，
燃

料
棒

を
安

全
に

取
り

扱
う

た
め

に
専

用
の

作
業

台
を

使
用

し
，
燃

料

棒
の

変
形

及
び

損
傷

を
防

止
す

る
と

と
も

に
，

取
り

扱
う

数
量

を
燃

料
集

合
体

１
体

の
み

か
つ

そ
の

１

体
分

の
燃

料
棒

に
限

定
し

，
臨

界
を

防
止

す
る

。
 

核
燃

料
物

質
の

運
搬

は
，

関
係

法
令

，
関

係
告

示
に

基
づ

き
適

切
に

実
施

す
る

。
 

 

本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

七
 

核
燃

料
物

質
に

よ
る

汚
染

の
除

去
 

１
 

除
染

の
計

画
 

廃
止

措
置

対
象

施
設

の
一

部
は

，
放

射
化

汚
染

又
は

二
次

的
な

汚
染

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

て
い

る
。

 

こ
の

う
ち

，
放

射
化

汚
染

は
，
原

子
炉

本
体

等
に

つ
い

て
時

間
的

減
衰

を
図

る
。
設

備
，
機

器
等

の
内

面
に

残
存

し
て

い
る

二
次

的
な

汚
染

に
つ

い
て

は
，

廃
止

措
置

に
当

た
っ

て
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限

り
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被
ば

く
を

低
減

す
る

た
め

に
講

じ
る

安
全

確
保

対
策

等
と

し
て

，
汚

染
の

除

去
を

行
う

。
 

汚
染

の
除

去
を

実
施

す
る

場
合

は
，
汚

染
の

除
去

の
対

象
を

定
め

る
と

と
も

に
，
適

切
な

除
染

方
法

及

び
完

了
要

件
と

な
る

目
標

を
策

定
す

る
。

 

な
お

，
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

の
う

ち
冷

却
材

再
循

環
系

を
対

象
に

し
た

汚
染

の
除

去
は

，
第

3
3
回

定
期

検
査

に
お

い
て

実
施

し
た

配
管

取
替

の
被

ば
く

低
減

対
策

と
し

て
実

施
済

み
で

あ
る

。
 

 

２
 

除
染

の
方

法
 

「
１

 
除

染
の

計
画

」
に

基
づ

き
行

う
汚

染
の

除
去

方
法

を
表

７
－

１
に

示
す

。
 

 
汚

染
の

除
去

は
，

原
子

炉
運

転
中

の
定

期
点

検
等

に
お

い
て

被
ば

く
低

減
対

策
と

し
て

行
っ

て
き

た

除
染

の
経

験
・

実
績

を
活

か
し

，
機

械
的

除
染

法
に

よ
り

行
う

。
 

機
械

的
除

染
法

は
，
汚

染
部

位
が

特
定

さ
れ

た
場

合
に

高
圧

水
，
ブ

ラ
シ

等
を

用
い

た
方

法
に

よ
り

行

う
。

 

 

２
．

１
 

原
子

炉
本

体
解

体
準

備
期

間
 

（
１

）
原

子
炉

本
体

等
 

汚
染

の
除

去
は

，
廃

止
措

置
に

当
た

っ
て

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被

ば
く

を
低

減
す

る
た

め
に

講
じ

る
安

全
確

保
対

策
等

と
し

て
，
線

量
当

量
率

及
び

汚
染

レ
ベ

ル
を

考
慮

し
，

被
ば

く
量

を
低

減
す

る
た

め
有

効
と

さ
れ

る
場

合
は

，
汚

染
の

除
去

を
行

う
。

 

            

九
 

核
燃

料
物

質
に

よ
る

汚
染

の
除

去
 

１
 

除
染

の
計

画
 

廃
止

措
置

対
象

施
設

の
一

部
は

，
放

射
化

汚
染

又
は

二
次

的
な

汚
染

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

て
い

る
。

 

こ
の

う
ち

，
放

射
化

汚
染

は
，
原

子
炉

本
体

等
に

つ
い

て
時

間
的

減
衰

を
図

る
。
設

備
，
機

器
等

の
内

面
に

残
存

し
て

い
る

二
次

的
な

汚
染

に
つ

い
て

は
，

廃
止

措
置

に
当

た
っ

て
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限

り
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被
ば

く
を

低
減

す
る

た
め

に
講

じ
る

安
全

確
保

対
策

等
と

し
て

，
汚

染
の

除

去
を

行
う

。
 

汚
染

の
除

去
を

実
施

す
る

場
合

は
，
汚

染
の

除
去

の
対

象
を

定
め

る
と

と
も

に
，
適

切
な

除
染

方
法

及

び
完

了
要

件
と

な
る

目
標

を
策

定
す

る
。

 

な
お

，
原

子
炉

冷
却

系
統

施
設

の
う

ち
冷

却
材

再
循

環
系
を

対
象

に
し

た
汚

染
の

除
去

は
，
第

3
3
回

定
期

検
査

に
お

い
て

実
施

し
た

配
管

取
替

の
被

ば
く

低
減

対
策

と
し

て
実

施
済

み
で

あ
る

。
 

 

２
 

除
染

の
方

法
 

「
１

 
除

染
の

計
画

」
に

基
づ

き
行

う
汚

染
の

除
去

方
法

を
表

９
－

１
に

示
す

。
 

 
汚

染
の

除
去

は
，

原
子

炉
運

転
中

の
定

期
点

検
等

に
お

い
て

被
ば

く
低

減
対

策
と

し
て

行
っ

て
き

た

除
染

の
経

験
・

実
績

を
活

か
し

，
機

械
的

除
染

法
に

よ
り

行
う

。
 

機
械

的
除

染
法

は
，
汚

染
部

位
が

特
定

さ
れ

た
場

合
に

高
圧

水
，
ブ

ラ
シ

等
を

用
い

た
方

法
に

よ
り

行

う
。

 

 

２
．

１
 

原
子

炉
本

体
解

体
準

備
期

間
 

（
１

）
原

子
炉

本
体

等
 

汚
染

の
除

去
は

，
廃

止
措

置
に

当
た

っ
て

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被

ば
く

を
低

減
す

る
た

め
に

講
じ

る
安

全
確

保
対

策
等

と
し

て
，
線

量
当

量
率

及
び

汚
染

レ
ベ

ル
を

考
慮

し
，

被
ば

く
量

を
低

減
す

る
た

め
有

効
と

さ
れ

る
場

合
は

，
汚

染
の

除
去

を
行

う
。

 

            

本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

         本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

                    本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

             

表７－１ 汚染の除去方法（１／２） 

表９－１ 汚染の除去方法（１／２） 
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

 

  
 

 
 

 

                    本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

 

表７－１ 汚染の除去方法（２／２） 

表９－１ 汚染の除去方法（２／２） 
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

八
 

核
燃

料
物

質
又

は
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
廃

棄
 

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
は

，
放

射
性

気
体

廃
棄

物
，

放
射

性
液

体
廃

棄
物

及
び

放
射

性

固
体

廃
棄

物
に

分
類

さ
れ

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

及
び

放
射

性
液

体
廃

棄
物

は
，

「
五

 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基
づ

き
，

管
理

放
出

す
る

。
 

ま
た

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
「

五
 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基
づ

き
，
放

射
能

レ
ベ

ル
区

分

に
応

じ
て

，
廃

止
措

置
期

間
完

了
ま

で
に

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。

な
お

，
廃

棄
先

が
決

定
す

る
ま

で
は

，
敦

賀
発

電
所

内
に

貯
蔵
保

管
す

る
。

 

 

１
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
廃

棄
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

際
し

て
は

，
放

射
性

物
質

濃
度

の
測

定
等

を
行

い
，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
管

理

す
る

。
 

ま
た

，
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

管
理

に
つ

い
て

，
放

出
管

理
目

標
値

等
の

必
要

な
事

項
を

保
安

規
定

に

定
め

る
。

 

 

１
．

１
 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

種
類

及
び

管
理

方
法

 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

主
な

種
類

は
，
復

水
器

空
気

抽
出

器
排

ガ
ス

，
タ

ー
ビ

ン
衛

帯
蒸

気
復

水
器

排
ガ

ス
，

換
気

系
排

気
及

び
復

水
器

真
空

ポ
ン

プ
排

ガ
ス

で
あ

る
。

 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

気
体

廃
棄

物
は

，
次

に
示

す
原

子
炉

設
置

許
可

を
受

け
た

方
法

に
従

っ
て

大
気

へ
管

理
放

出
し

て
い

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排

気
筒

に
お

い
て

放
出

放
射

性
物

質
を

測
定

し
，

周
辺

監
視

区
域

の
外

の
空

気
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
が

，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な

い
よ

う
に

す
る

と
と

も
に

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
周

辺
の

線
量

目
標

値
に

関
す

る
指

針
（

以
下
「

線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

」
と

い
う

。
）
に

基
づ

き
，
放

射
性

希
ガ

ス
及

び
放

射
性

よ
う

素
の

放
出

管
理

目
標

値
を

設
定

し
，

こ
れ

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

て
い

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

 

十
 

核
燃

料
物

質
又

は
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
廃

棄
 

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
は

，
放

射
性

気
体

廃
棄

物
，

放
射

性
液

体
廃

棄
物

及
び

放
射

性

固
体

廃
棄

物
に

分
類

さ
れ

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

及
び

放
射

性
液

体
廃

棄
物

は
，

「
五

 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基
づ

き
，

管
理

放
出

す
る

。
 

ま
た

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
「

五
 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基
づ

き
，
放

射
能

レ
ベ

ル
区

分

に
応

じ
て

，
廃

止
措

置
期

間
完

了
ま

で
に

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄
施

設
に

廃
棄

す
る

。
な

お
，

廃
棄

先
が

決

定
す

る
ま

で
は

，
敦

賀
発

電
所

内
に

貯
蔵

保
管

す
る

。
 

 

１
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
廃

棄
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

際
し

て
は

，
放

射
性

物
質

濃
度

の
測

定
等

を
行

い
，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
管

理

す
る

。
 

ま
た

，
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

管
理

に
つ

い
て

，
放

出
管

理
目

標
値

等
の

必
要

な
事

項
を

保
安

規
定

に

定
め

る
。

 

 

１
．

１
 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

種
類

及
び

管
理

方
法

 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

主
な

種
類

は
，
復

水
器

空
気

抽
出

器
排

ガ
ス

，
タ

ー
ビ

ン
衛

帯
蒸

気
復

水
器

排
ガ

ス
，

換
気

系
排

気
及

び
復

水
器

真
空

ポ
ン

プ
排

ガ
ス

で
あ

る
。

 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

気
体

廃
棄

物
は

，
次

に
示

す
原

子
炉

設
置

許
可

を
受

け
た

方
法

に
従

っ
て

大
気

へ
管

理
放

出
し

て
い

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排

気
筒

に
お

い
て

放
出

放
射

性
物

質
を

測
定

し
，

周
辺

監
視

区
域

の
外

の
空

気
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
が

，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な

い
よ

う
に

す
る

と
と

も
に

発
電

用
軽

水
型

原
子

炉
施

設
周

辺
の

線
量

目
標

値
に

関
す

る
指

針
（

以
下
「

線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

」
と

い
う

。
）
に

基
づ

き
，
放

射
性
希

ガ
ス

及
び

放
射

性
よ

う
素

の
放

出
管

理

目
標

値
を

設
定

し
，

こ
れ

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

て
い

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

 

本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 １
．

２
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

発
生

す
る

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
種

類
及

び
管

理
方

法
 

１
．

２
．

１
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

準
備

期
間

 

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

準
備

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
８

－
１

に
示

す
。
 

  

１
．

２
．

２
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
す

る
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

種
類

は
，
主

に
解

体
工

事
及

び
放

射

性
固

体
廃

棄
物

の
処

理
に

伴
っ

て
発

生
す

る
粒

子
状

放
射

性
物

質
を

含
む

換
気

系
排

気
で

あ
る

。
 

（
１

）
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
前

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
う

ち
，
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
前

に
発

生
す

る
放

射

性
気

体
廃

棄
物

は
，
「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
切

断
時

の
粒

子
状

物
質

の

発
生

量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ

て
汚

染
拡

大
防

止
囲

い
を

用
い

，
局

所
フ

ィ
ル

タ

等
を

通
し

た
後

，
排

気
筒

か
ら

大
気

へ
管

理
放

出
す

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排

気
筒

に
お

い
て

放
出

放
射

性
物

質
を

測

定
し

，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
粒

子
状

放
射

性

物
質

の
放

出
管

理
目

標
値

を
設

定
し

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
８

－
２

に
示

す
。
 

 

（
２

）
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
後

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
う

ち
，
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
後

に
発

生
す

る
放

射

性
気

体
廃

棄
物

は
，
「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
切

断
時

の
粒

子
状

物
質

の

発
生

量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ

て
汚

染
拡

大
防

止
囲

い
を

用
い

，
局

所
フ

ィ
ル

タ

等
を

通
し

た
後

，
排

気
口

か
ら

大
気

へ
管

理
放

出
す

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排

気
口

に
お

い
て

放
出

放
射

性
物

質
を

測

定
し

，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
粒

子
状

放
射

性

物
質

の
放

出
管

理
目

標
値

を
設

定
し

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
８

－
２

に
示

す
。

 

 

 １
．

２
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

発
生

す
る

放
射

性
気

体
廃

棄
物
の

種
類

及
び

管
理

方
法

 

１
．

２
．

１
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

準
備

期
間

 

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

準
備

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
１

０
－

１
に

示

す
。

 

 

１
．

２
．

２
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
す

る
放

射
性

気
体

廃
棄
物

の
種

類
は

，
主

に
解

体
工

事
及

び
放

射

性
固

体
廃

棄
物

の
処

理
に

伴
っ

て
発

生
す

る
粒

子
状

放
射

性
物

質
を

含
む

換
気

系
排

気
で

あ
る

。
 

（
１

）
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
前

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
う

ち
，
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
前

に
発

生
す

る
放

射

性
気

体
廃

棄
物

は
，
「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
切

断
時

の
粒

子
状

物
質

の

発
生

量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ

て
汚

染
拡

大
防

止
囲

い
を

用
い

，
局

所
フ

ィ
ル

タ

等
を

通
し

た
後

，
排

気
筒

か
ら

大
気

へ
管

理
放

出
す

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排

気
筒

に
お

い
て

放
出

放
射

性
物

質
を

測

定
し

，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
粒

子
状

放
射

性

物
質

の
放

出
管

理
目

標
値

を
設

定
し

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
１

０
－

２
に

示

す
。

 

（
２

）
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
後

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
う

ち
，
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
後

に
発

生
す

る
放

射

性
気

体
廃

棄
物

は
，
「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
切

断
時

の
粒

子
状

物
質

の

発
生

量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ

て
汚

染
拡

大
防

止
囲

い
を

用
い

，
局

所
フ

ィ
ル

タ

等
を

通
し

た
後

，
排

気
口

か
ら

大
気

へ
管

理
放

出
す

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排

気
口

に
お

い
て

放
出

放
射

性
物

質
を

測

定
し

，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
粒

子
状

放
射

性

物
質

の
放

出
管

理
目

標
値

を
設

定
し

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
１

０
－

２
に

示
す

。
 

 

   本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

            本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

       本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

   

１
．

２
．

３
 

建
屋

等
解

体
期

間
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

す
る

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
種

類
は

，
主

に
解

体
工

事
及

び
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

処
理

に
伴

っ
て

発
生

す
る

粒
子

状
放

射
性

物
質

を
含

む
換

気
系

排
気

で
あ

る
。

 

（
１

）
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

前
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

う
ち

，
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

前
に

発
生

す

る
放

射
性

気
体

廃
棄

物
は

，
「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
切

断
時

の
粒

子
状

物

質
の

発
生

量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄
物

性
状

に
応

じ
て

汚
染

拡
大

防
止

囲
い

を
用

い
，
局

所
フ

ィ
ル

タ
等

を
通

し
た

後
，

排
気

口
か

ら
大
気

へ
管

理
放

出
す

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排

気
口

に
お

い
て

放
出

放
射

性
物

質
を

測
定

し
，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線
量

目
標

値
に

関
す

る
指

針
に

基
づ

き
，
粒

子
状

放
射

性
物

質
の

放
出

管
理

目
標

値
を

設
定

し
，

こ
れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー

を
図

８
－

３
に

示
す

。
 

 

（
２

）
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

後
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

う
ち

，
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

後
に

発
生

す

る
放

射
性

気
体

廃
棄

物
は

，
「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
切

断
時

の
粒

子
状

物

質
の

発
生

量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄
物

性
状

に
応

じ
て

汚
染

拡
大

防
止

囲
い

を
用

い
，
局

所
フ

ィ
ル

タ
等

を
通

し
た

後
，

廃
止

措
置

期
間
完

了
ま

で
は

，
排

気
口

か
ら

大
気

へ
管

理
放

出
す

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排

気
口

に
お

い
て

放
出

放
射

性
物

質
を

測
定

し
，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線
量

目
標

値
に

関
す

る
指

針
に

基
づ

き
，
粒

子
状

放
射

性
物

質
の

放
出

管
理

目
標

値
を

設
定

し
，

こ
れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー

を
図

８
－

３
に

示
す

。
 

   

１
．

２
．

３
 

建
屋

等
解

体
期

間
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

す
る

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
種
類

は
，
主

に
解

体
工

事
及

び
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

処
理

に
伴

っ
て

発
生

す
る

粒
子

状
放

射
性

物
質

を
含

む
換

気
系

排
気

で
あ

る
。

 

（
１

）
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

前
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

う
ち

，
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

前
に

発
生

す

る
放

射
性

気
体

廃
棄

物
は

，
「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
切

断
時

の
粒

子
状

物

質
の

発
生

量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ

て
汚

染
拡

大
防

止
囲

い
を

用
い

，
局

所
フ

ィ
ル

タ
等

を
通

し
た

後
，

排
気

口
か

ら
大

気
へ

管
理

放
出

す
る

。
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排
気

口
に

お
い

て
放

出
放

射
性

物
質

を
測

定

し
，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
粒

子
状

放
射

性
物

質
の

放
出

管
理

目
標

値
を

設
定

し
，

こ
れ

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー

を
図

１
０

－
３

に
示

す
。

 

 

（
２

）
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

後
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

う
ち

，
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

後
に

発
生

す

る
放

射
性

気
体

廃
棄

物
は

，
「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」
に

基
づ

き
，
切

断
時

の
粒

子
状

物

質
の

発
生

量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ

て
汚

染
拡

大
防

止
囲

い
を

用
い

，
局

所
フ

ィ
ル

タ
等

を
通

し
た

後
，

廃
止

措
置

期
間

完
了

ま
で

は
，

排
気

口
か

ら
大

気
へ

管
理

放
出

す
る

。
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
管

理
放

出
に

当
た

っ
て

は
，
排
気

口
に

お
い

て
放

出
放

射
性

物
質

を
測

定

し
，
周

辺
監

視
区

域
の

外
の

空
気

中
の

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
，
線

量
告

示
に

定
め

る
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
粒

子
状

放
射

性
物

質
の

放
出

管
理

目
標

値
を

設
定

し
，

こ
れ

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
処

理
処
分

フ
ロ

ー
を

図
１

０
－

３
に

示
す

。
 

              本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

        本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考
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射
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標
値
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子
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体
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解
体

準
備

期
間
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い
て
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７
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／
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，
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子
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体
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解

体
期

間
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い
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10

８
 
Bq

／
y，

建
屋

等
解

体
期

間
に

お
い

て
3.

9×
10

７
 B

q／
yと

設
定

し
，

こ
れ

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値
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表
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－
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。
 

 

２
 

放
射

性
液
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廃

棄
物
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放
射

性
液

体
廃

棄
物
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放

出
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際
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て
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，
タ

ン
ク

等
に

お
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て
放

射
性

物
質

濃
度

の
測

定
等
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い
，

周
辺

監
視
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域

の
外
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の

境
界
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お

け
る

水
中

の
放

射
性

物
質
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濃

度
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線
量

告
示

に
定

め

る
濃

度
限

度
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超
え
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い

よ
う
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管

理
す

る
。
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放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

管
理

に
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い
て

，
放

出
管

理
目

標
値
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の

必
要

な
事

項
を

保
安

規
定

に

定
め

る
。

 

 

２
．
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原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

種
類
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び

管
理

方
法

 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し
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放

射
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液
体

廃
棄

物
の

主
な

種
類
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サ

ン
プ

ル
ラ

イ
ン

の
排

出
液

等

の
廃

液
（
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「
機
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ド

レ
ン

」
と
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う

。
）
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オ
ン
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樹
脂
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再

生
等

の
際
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廃

液
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廃
液

」
と

い
う

。
）

，
建

屋
の

清
掃

の
際

に
発

生
す

る
排

水
等
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液
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ド

レ
ン
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）
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濯
等

に
よ
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発

生
す

る
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液
（
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「
洗

濯
廃

液
」

と
い

う
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）
及

び
シ

ャ

ワ
ー
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洗
い

等
に

よ
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発
生

す
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廃
液

（
以

下
「

シ
ャ
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ー

ド
レ
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で

あ
る
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炉
運

転
中

に
発

生
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た
放

射
性

液
体

廃
棄

物
は

，
次

に
示

す
原

子
炉

設
置

許
可

を
受

け
た

方
法

に
従

っ
て

再
利

用
又

は
海

洋
へ

管
理

放
出

し
て

い
る

。
 

液
体

廃
棄

物
廃

棄
設

備
か

ら
放

射
性
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体

廃
棄

物
を

海
洋

に
管
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放

出
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際

に
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，
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後

，
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射
性

液
体

廃
棄
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中

の
放

射
性
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度
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放
射
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質
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濃
度
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視
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外

に
お

け
る
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針
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，
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射

性
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体
廃

棄
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の
放

出
管

理
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し
，
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超

え
な
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に
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て
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る
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／
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レ
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と
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ろ
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，
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塩
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再
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。
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２
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を
行

っ
た

際
に

発
生

す
る

廃
棄

物
の

う
ち

，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備

に
よ

り
処

理
を

行
い

，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
。

 

 

     記
載

の
適

正

化
 

       本
文

追
加

に

伴
う

番
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の
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更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

２
．

２
．

２
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
す

る
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

主
な

種
類

は
，
機

器
ド

レ
ン

，
再

生

廃
液

，
床

ド
レ

ン
，

洗
濯

廃
液

，
シ

ャ
ワ

ー
ド

レ
ン

及
び

機
器

解
体

廃
液

で
あ

る
。

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
す

る
放

射
性

液
体

廃
棄

物
は

，「
五

 １
 廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」

に
基

づ
き

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
射

能
等

の
性

状
に

応
じ

て
処

理
を

行
い

，
海

洋
へ

管
理

放
出

す

る
。

 

液
体

廃
棄

物
廃

棄
設

備
か

ら
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

海
洋

に
管

理
放

出
す

る
際

に
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

し
，
復

水
器

冷
却

水
放

水
口

に
お

け

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
が

線
量

告
示

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
水

中
の

濃
度

限
度

を
超

え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

管

理
目

標
値

を
設

定
し

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
８

－
４

に
示

す
。

 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

（
１

）
機

器
ド

レ
ン

 

ろ
過

処
理

，
脱

塩
処

理
を

行
っ

た
後
，

再
使

用
す

る
。

 

（
２

）
再

生
廃

液
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
水

素
イ

オ
ン
濃

度
に

応
じ

て
中

和
処

理
を

行
い

，
蒸

発
濃

縮
処

理
を

行
う

。

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

っ
た

際
に

発
生

す
る

廃
棄

物
の

う
ち

，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備

に
よ

り
処

理
を

行
い

，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
。

 

（
３

）
床

ド
レ

ン
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
性

状
に

よ
り
，

蒸
発

濃
縮

処
理

又
は

再
生

廃
液

系
統

に
移

送
す

る
。

 

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

っ
た

際
に

発
生
す

る
廃

棄
物

の
う

ち
，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
に

よ
り

処
理

を
行

い
，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
保

有
水

量
又

は
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

性
状

に
応

じ
て

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
か

又
は

脱
塩

処
理

を
行

っ
た

後
，
放

射
性

物
質

濃
度

を
測

定
し

，
海

洋
へ

管
理

放
出

す
る

。
 

 

  

２
．

２
．

２
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
す

る
放

射
性

液
体

廃
棄
物

の
主

な
種

類
は

，
機

器
ド

レ
ン

，
再

生

廃
液

，
床

ド
レ

ン
，

洗
濯

廃
液

，
シ

ャ
ワ

ー
ド

レ
ン

及
び

機
器

解
体

廃
液

で
あ

る
。

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
す

る
放

射
性

液
体

廃
棄
物

は
，「

五
 １

 廃
止

措
置

の
基

本
方

針
」

に
基

づ
き

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
射

能
等

の
性

状
に

応
じ

て
処

理
を

行
い

，
海

洋
へ

管
理

放
出

す

る
。

 

液
体

廃
棄

物
廃

棄
設

備
か

ら
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

海
洋

に
管

理
放

出
す

る
際

に
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

し
，
復

水
器

冷
却

水
放

水
口

に
お

け

る
放

射
性

物
質

の
濃

度
が

線
量

告
示

に
定

め
る

周
辺

監
視

区
域

外
に

お
け

る
水

中
の

濃
度

限
度

を
超

え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

管

理
目

標
値

を
設

定
し

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
１

０
－

４
に

示
す

。
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

（
１

）
機

器
ド

レ
ン

 

ろ
過

処
理

，
脱

塩
処

理
を

行
っ

た
後

，
再

使
用

す
る

。
 

（
２

）
再

生
廃

液
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
水

素
イ

オ
ン

濃
度

に
応

じ
て

中
和

処
理

を
行

い
，

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

う
。

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

っ
た

際
に

発
生

す
る

廃
棄

物
の

う
ち

，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備

に
よ

り
処

理
を

行
い

，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
。

 

（
３

）
床

ド
レ

ン
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
性

状
に

よ
り

，
蒸

発
濃

縮
処

理
又

は
再

生
廃

液
系

統
に

移
送

す
る

。
 

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

っ
た

際
に

発
生

す
る

廃
棄

物
の

う
ち

，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
に

よ
り

処
理

を
行

い
，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
保
有

水
量

又
は

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
性

状

に
応

じ
て

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
か

又
は

脱
塩
処

理
を

行
っ

た
後

，
放

射
性

物
質

濃
度

を
測

定
し

，
海

洋
へ

管
理

放
出

す
る

。
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

２
．

２
．

３
 

建
屋

等
解

体
期

間
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
主

な
種

類
は

，
機

器
ド

レ
ン

，
再

生
廃

液
，

床
ド

レ
ン

，
洗

濯
廃

液
，

シ
ャ

ワ
ー

ド
レ

ン
及

び
機

器
解

体
廃

液
で

あ
る

。
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

は
，
「

五
 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基

づ
き

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
射

能
等

の
性

状
に

応
じ

て
処

理
を

行
い

，
廃

止
措

置
期

間
完

了
ま

で

に
海

洋
へ

管
理

放
出

す
る

。
 

液
体

廃
棄

物
廃

棄
設

備
か

ら
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

海
洋

に
管

理
放

出
す

る
際

に
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

し
，

復
水

器
冷

却
水

放
水

口
に

お

け
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
線

量
告

示
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放

出
管

理
目

標
値

を
設

定
し

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー

を
図

８
－

４
に

示
す

。
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

（
１

）
機

器
ド

レ
ン

 

ろ
過

処
理

，
脱

塩
処

理
を

行
っ

た
後
，
再

使
用

す
る

。
な

お
，
廃

止
措

置
期

間
完

了
ま

で
に

，
全

て

の
復

水
に

つ
い

て
再

使
用

等
を

行
う

。
 

（
２

）
再

生
廃

液
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
水

素
イ

オ
ン
濃

度
に

応
じ

て
中

和
処

理
を

行
い

，
蒸

発
濃

縮
処

理
を

行
う

。

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

っ
た

際
に

発
生

す
る

廃
棄

物
の

う
ち

，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備

に
よ

り
処

理
を

行
い

，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
。

 

（
３

）
床

ド
レ

ン
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
性

状
に

よ
り
，

蒸
発

濃
縮

処
理

又
は

再
生

廃
液

系
統

に
移

送
す

る
。

 

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

っ
た

際
に

発
生
す

る
廃

棄
物

の
う

ち
，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
に

よ
り

処
理

を
行

い
，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
保

有
水

量
又

は
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

性
状

に
応

じ
て

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
か

又
は

脱
塩

処
理

を
行

っ
た

後
，
放

射
性

物
質

濃
度

を
測

定
し

，
海

洋
へ

管
理

放
出

す
る

。
 

 

  

２
．

２
．

３
 

建
屋

等
解

体
期

間
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
主
な

種
類

は
，

機
器

ド
レ

ン
，

再
生

廃
液

，

床
ド

レ
ン

，
洗

濯
廃

液
，

シ
ャ

ワ
ー

ド
レ

ン
及

び
機

器
解

体
廃

液
で

あ
る

。
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

は
，
「

五
 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基

づ
き

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
射

能
等

の
性

状
に

応
じ

て
処

理
を

行
い

，
廃

止
措

置
期

間
完

了
ま

で

に
海

洋
へ

管
理

放
出

す
る

。
 

液
体

廃
棄

物
廃

棄
設

備
か

ら
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

海
洋
に

管
理

放
出

す
る

際
に

は
，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
中

の
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

し
，

復
水

器
冷

却
水

放
水

口
に

お

け
る

放
射

性
物

質
の

濃
度

が
線

量
告

示
に

定
め

る
周

辺
監

視
区

域
外

に
お

け
る

水
中

の
濃

度
限

度
を

超
え

な
い

よ
う

に
す

る
と

と
も

に
線

量
目

標
値

に
関

す
る

指
針

に
基

づ
き

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放

出
管

理
目

標
値

を
設

定
し

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー

を
図

１
０

－
４

に
示

す
。

 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

（
１

）
機

器
ド

レ
ン

 

ろ
過

処
理

，
脱

塩
処

理
を

行
っ

た
後

，
再

使
用

す
る

。
な

お
，
廃

止
措

置
期

間
完

了
ま

で
に

，
全

て

の
復

水
に

つ
い

て
再

使
用

等
を

行
う

。
 

（
２

）
再

生
廃

液
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
水

素
イ

オ
ン

濃
度

に
応

じ
て

中
和

処
理

を
行

い
，

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

う
。

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

っ
た

際
に

発
生

す
る

廃
棄

物
の

う
ち

，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備

に
よ

り
処

理
を

行
い

，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
。

 

（
３

）
床

ド
レ

ン
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
性

状
に

よ
り

，
蒸

発
濃

縮
処

理
又

は
再

生
廃

液
系

統
に

移
送

す
る

。
 

蒸
発

濃
縮

処
理

を
行

っ
た

際
に

発
生

す
る

廃
棄

物
の

う
ち

，
濃

縮
廃

液
は

，
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
に

よ
り

処
理

を
行

い
，
蒸

気
を

凝
縮

さ
せ

た
廃

液
は

，
保
有

水
量

又
は

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
性

状

に
応

じ
て

，
機

器
ド

レ
ン

系
統

に
移

送
す

る
か

又
は

脱
塩
処

理
を

行
っ

た
後

，
放

射
性

物
質

濃
度

を
測

定
し

，
海

洋
へ

管
理

放
出

す
る

。
 

 

            本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

２
．

３
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
管
理

目
標

値
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

は
，
原

子
炉

本
体

等
解

体
準

備
期

間
，
原

子
炉

本
体

等
解

体

期
間

及
び

建
屋

等
解

体
期

間
を

通
し

て
7.

4×
10

１
０

 
Bq

／
yと

設
定

し
，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め

る
。

 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

を
表

８
－

２
に

示
す

。
 

 

３
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，

合
理

的
な

低
減

に
努

め
，

放
射

能
濃

度
に

応
じ

て
管

理
す

る
。

 

ま
た

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

に
つ

い
て

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

種
類

に
応

じ
た

処
理

及
び

保

管
方

法
等

の
必

要
な

事
項

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
に

際
し

て
は

，
放

射
能

レ
ベ

ル
の

比
較

的
高

い
も

の
（

以
下
「

Ｌ
１

」
と

い
う

。
），

放
射

能
レ

ベ
ル

の
比

較
的

低
い
も

の
（

以
下
「

Ｌ
２

」
と

い
う

。
）
及

び
放

射
能

レ
ベ

ル
の

極

め
て

低
い

も
の
（

以
下
「

Ｌ
３

」
と

い
う

。）
に

区
分

し
，
そ

れ
ぞ

れ
の

放
射

能
レ

ベ
ル

区
分

に
応

じ
て

，

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。
廃

棄
先

が
決

定
す

る
ま

で
は

，
敦

賀
発

電
所

内
に

貯
蔵

保
管

す

る
。

 

な
お

，
放

射
性

物
質

と
し

て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

は
，
原

子
炉

等
規

制
法

に
規

定
さ

れ
た

手
続

及
び

確
認

を
経

て
施

設
か

ら
搬

出
し

，
可

能
な

限
り

再
利

用
に

供
す

る
。

 

ま
た

，
管

理
区

域
外

か
ら

発
生

し
た

廃
棄

物
を

含
む

放
射

性
廃

棄
物

で
な

い
廃

棄
物

は
，
産

業
廃

棄
物

と
し

て
廃

棄
又

は
資

源
と

し
て

有
効

利
用

す
る

。
 

 

３
．

１
 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
種

類
及

び
管

理
方

法
 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

主
な

種
類

は
，

蒸
発

濃
縮

装
置

か
ら

発
生

す
る

水
分

を
蒸

発
さ

せ
て

残
っ

た
固

形
分
（

以
下
「

濃
縮

廃
液

」
と

い
う

。
）
，
原

子
炉

冷
却

材
浄

化
系

等
の

脱
塩

塔
か

ら
発

生
す

る
使

用
済

の
樹

脂
（

以
下
「

使
用

済
樹

脂
」
と

い
う

。
）
，
原

子
炉

冷
却

材
浄

化
系

等
か

ら
発

生
す

る
使

用
済

の
フ

ィ
ル

タ
助

材
及

び
固

形
状

の
不

要
物
（

以
下
「

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

」
と

い
う

。
）
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

か
ら

発
生

す
る

廃
ス

ラ
ッ

ジ
（

以
下
「

ク
ラ

ッ
ド

ス
ラ

リ
」
と

い
う

。
）
，

使
用

済
の

制
御

棒
，
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
ボ

ッ
ク

ス
等

（
以

下
「

使
用

済
制

御
棒

等
」
と

い
う

。
)
及

び
均

質

固
化

体
，

充
填

固
化

体
，

金
属

類
等

を
容

器
に

詰
め

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
（

以
下

「
雑

固
体

廃
棄

物

等
」

と
い

う
。

）
で

あ
る

。
 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
次

に
示

す
原

子
炉

設
置

許
可

を
受

け
た

方
法

に
従

っ
て

管
理

し
て

い
る

。
 

 

  

２
．

３
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

は
，
原

子
炉

本
体

等
解

体
準

備
期

間
，
原

子
炉

本
体

等
解

体

期
間

及
び

建
屋

等
解

体
期

間
を

通
し

て
7.

4×
10

１
０

 
Bq

／
yと

設
定

し
，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め

る
。

 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

を
表

１
０

－
２

に
示

す
。

 

 

３
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，

合
理

的
な

低
減

に
努

め
，

放
射

能
濃

度
に

応
じ

て
管

理
す

る
。

 

ま
た

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

管
理

に
つ

い
て

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

種
類

に
応

じ
た

処
理

及
び

保

管
方

法
等

の
必

要
な

事
項

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
に

際
し

て
は

，
放

射
能

レ
ベ
ル

の
比

較
的

高
い

も
の
（

以
下
「

Ｌ
１

」
と

い
う

。
），

放
射

能
レ

ベ
ル

の
比

較
的

低
い

も
の
（

以
下
「

Ｌ
２

」
と

い
う

。
）
及

び
放

射
能

レ
ベ

ル
の

極

め
て

低
い

も
の
（

以
下
「

Ｌ
３

」
と

い
う

。）
に

区
分

し
，
そ
れ

ぞ
れ

の
放

射
能

レ
ベ

ル
区

分
に

応
じ

て
，

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。
廃

棄
先

が
決

定
す

る
ま

で
は

，
敦

賀
発

電
所

内
に

貯
蔵

保
管

す

る
。

 

な
お

，
放

射
性

物
質

と
し

て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

は
，
原
子

炉
等

規
制

法
に

規
定

さ
れ

た
手

続
及

び

確
認

を
経

て
施

設
か

ら
搬

出
し

，
可

能
な

限
り

再
利

用
に

供
す

る
。

 

ま
た

，
管

理
区

域
外

か
ら

発
生

し
た

廃
棄

物
を

含
む

放
射

性
廃

棄
物

で
な

い
廃

棄
物

は
，
産

業
廃

棄
物

と
し

て
廃

棄
又

は
資

源
と

し
て

有
効

利
用

す
る

。
 

 

３
．

１
 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

種
類

及
び

管
理

方
法

 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

主
な

種
類

は
，

蒸
発

濃
縮

装
置

か
ら

発
生

す
る

水
分

を
蒸

発
さ

せ
て

残
っ

た
固

形
分
（

以
下
「

濃
縮

廃
液

」
と

い
う

。
）
，
原

子
炉

冷
却

材
浄

化
系

等
の

脱
塩

塔
か

ら
発

生
す

る
使

用
済

の
樹

脂
（

以
下
「

使
用

済
樹

脂
」
と

い
う

。
）
，
原

子
炉

冷
却

材
浄

化
系

等
か

ら
発

生
す

る
使

用
済

の
フ

ィ
ル

タ
助

材
及

び
固

形
状

の
不

要
物
（

以
下
「

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

」
と

い
う

。
）
液

体
廃

棄
物

処
理

設
備

か
ら

発
生

す
る

廃
ス

ラ
ッ

ジ
（

以
下
「

ク
ラ

ッ
ド

ス
ラ

リ
」
と

い
う

。
）
，

使
用

済
の

制
御

棒
，
チ

ャ
ン

ネ
ル

・
ボ

ッ
ク

ス
等

（
以

下
「

使
用

済
制

御
棒

等
」
と

い
う

。
)
及

び
均

質

固
化

体
，

充
填

固
化

体
，

金
属

類
等

を
容

器
に

詰
め

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
（

以
下

「
雑

固
体

廃
棄

物

等
」

と
い

う
。

）
で

あ
る

。
 

原
子

炉
運

転
中

に
発

生
し

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
次

に
示

す
原

子
炉

設
置

許
可

を
受

け
た

方
法

に
従

っ
て

管
理

し
て

い
る

。
 

 

     本
文

追
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に
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

３
．

２
．

２
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

主
な

種
類

は
，
濃

縮
廃

液
，
使

用
済

樹
脂

，
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ
，

ク
ラ

ッ
ド

ス
ラ

リ
，

使
用

済
制

御
棒

等
，

雑
固

体
廃

棄
物

等
及

び
解

体

工
事

で
発

生
す

る
金

属
等

で
あ

る
。

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
し

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
「

五
 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」

に
基

づ
き

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

放
射

能
等

の
性

状
に

応
じ

て
処

理
を

行
い

，
廃

棄
事

業
者

の
廃

棄
施

設
に

廃
棄

す
る

。
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
８

－
５

に
示

す
。

 

廃
止

措
置

工
事

に
伴

い
発

生
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

，
処

理
，
保

管
等

の
過

程
で

，
飛

散
，
汚

染
の

拡
大

及
び

放
射

線
に

よ
る

被
ば

く
を

防
止

で
き

る
よ

う
に

，
取

扱
い

に
関

わ
る

必
要

な
措

置

を
講

じ
る

。
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

（
１

）
濃

縮
廃

液
 

タ
ン

ク
に

貯
蔵

し
た

後
，
ア

ス
フ
ァ

ル
ト

固
化

装
置

で
固

化
剤

と
混

合
し

て
ド

ラ
ム

缶
内

に
固

化

し
て

貯
蔵

保
管

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，
廃

棄
事

業
者

の
廃

棄
施

設
に

廃

棄
す

る
。

 

（
２

）
使

用
済

樹
脂

 

放
射

能
濃

度
が

高
い

使
用

済
樹

脂
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
廃

止
措

置
の

た
め

に
導

入
す

る

処
理

設
備

を
用

い
て

処
理

し
，

容
器

に
封

入
又

は
固

型
化

す
る

。
 

放
射

能
濃

度
が

低
い

使
用

済
樹

脂
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
ド

ラ
ム

缶
等

に
詰

め
て

貯
蔵

保

管
す

る
か

，
雑

固
体

減
容

処
理

設
備
で

溶
融

固
化

し
て

容
器

に
固

型
化

又
は

固
型

化
剤

を
充

填
し

容

器
に

固
型

化
す

る
。

 

貯
蔵

保
管

し
た

放
射

能
濃

度
が

低
い

使
用

済
樹

脂
は

，
雑

固
体

減
容

処
理

設
備

で
溶

融
固

化
し

て

容
器

に
固

型
化

又
は

固
型

化
剤

を
充

填
し

容
器

に
固

型
化

す
る

。
 

作
製

さ
れ

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
貯

蔵
保

管
す

る
か

又
は

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。

 

 

  

３
．

２
．

２
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄
物

の
主

な
種

類
は

，
濃

縮
廃

液
，
使

用
済

樹
脂

，
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ
，

ク
ラ

ッ
ド

ス
ラ

リ
，

使
用

済
制

御
棒

等
，

雑
固

体
廃

棄
物

等
及

び
解

体

工
事

で
発

生
す

る
金

属
等

で
あ

る
。

 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

に
発

生
し

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
「

五
 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」

に
基

づ
き

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

放
射

能
等

の
性

状
に

応
じ

て
処

理
を

行
い

，
廃

棄
事

業
者

の
廃

棄
施

設
に

廃
棄

す
る

。
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
を

図
１

０
－

５
に

示
す

。
 

廃
止

措
置

工
事

に
伴

い
発

生
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

，
処

理
，
保

管
等

の
過

程
で

，
飛

散
，
汚

染
の

拡
大

及
び

放
射

線
に

よ
る

被
ば

く
を

防
止

で
き

る
よ

う
に

，
取

扱
い

に
関

わ
る

必
要

な
措

置

を
講

じ
る

。
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

（
１

）
濃

縮
廃

液
 

タ
ン

ク
に

貯
蔵

し
た

後
，
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
固

化
装

置
で

固
化

剤
と

混
合

し
て

ド
ラ

ム
缶

内
に

固
化

し
て

貯
蔵

保
管

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，
廃

棄
事

業
者

の
廃

棄
施

設
に

廃

棄
す

る
。

 

（
２

）
使

用
済

樹
脂

 

放
射

能
濃

度
が

高
い

使
用

済
樹

脂
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
廃

止
措

置
の

た
め

に
導

入
す

る

処
理

設
備

を
用

い
て

処
理

し
，

容
器

に
封

入
又

は
固

型
化

す
る

。
 

放
射

能
濃

度
が

低
い

使
用

済
樹

脂
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
ド

ラ
ム

缶
等

に
詰

め
て

貯
蔵

保

管
す

る
か

，
雑

固
体

減
容

処
理

設
備

で
溶

融
固

化
し

て
容

器
に

固
型

化
又

は
固

型
化

剤
を

充
填

し
容

器
に

固
型

化
す

る
。

 

貯
蔵

保
管

し
た

放
射

能
濃

度
が

低
い

使
用

済
樹

脂
は

，
雑

固
体

減
容

処
理

設
備

で
溶

融
固

化
し

て

容
器

に
固

型
化

又
は

固
型

化
剤

を
充

填
し

容
器

に
固

型
化

す
る

。
 

作
製

さ
れ

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
貯

蔵
保

管
す

る
か

又
は

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

３
．

２
．

３
 

建
屋

等
解

体
期

間
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

す
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
主

な
種

類
は

，
濃

縮
廃

液
，

使
用

済
樹

脂
，

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

，
ク

ラ
ッ

ド
ス

ラ
リ

，
雑

固
体

廃
棄

物
等

及
び

解
体

工
事

で
発

生
す

る
金

属
等

で

あ
る

。
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

し
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，
「

五
 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基

づ
き

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

放
射

能
等

の
性

状
に

応
じ

て
処

理
を

行
い

，
廃

棄
事

業
者

の
廃

棄
施

設

に
廃

棄
す

る
。

 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー

を
図

８
－

５
に

示
す

。
 

廃
止

措
置

工
事

に
伴

い
発

生
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

，
処

理
，

保
管

等
の

過
程

で
，

飛
散

，
汚

染
の

拡
大

及
び

放
射

線
に

よ
る

被
ば

く
を

防
止

で
き

る
よ

う
に

，
取

扱
い

に
関

わ
る

必
要

な

措
置

を
講

じ
る

。
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

（
１

）
濃

縮
廃

液
 

タ
ン

ク
に

貯
蔵

し
た

後
，
ア

ス
フ
ァ

ル
ト

固
化

装
置

で
固

化
剤

と
混

合
し

て
ド

ラ
ム

缶
内

に
固

化

し
て

貯
蔵

保
管

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，
廃

棄
事

業
者

の
廃

棄
施

設
に

廃

棄
す

る
。

 

（
２

）
使

用
済

樹
脂

 

放
射

能
濃

度
が

高
い

使
用

済
樹

脂
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
廃

止
措

置
の

た
め

に
導

入
す

る

処
理

設
備

を
用

い
て

処
理

し
，

容
器

に
封

入
又

は
固

型
化

す
る

。
 

放
射

能
濃

度
が

低
い

使
用

済
樹

脂
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
ド

ラ
ム

缶
等

に
詰

め
て

貯
蔵

保

管
す

る
か

，
雑

固
体

減
容

処
理

設
備
で

溶
融

固
化

し
て

容
器

に
固

型
化

又
は

固
型

化
剤

を
充

填
し

容

器
に

固
型

化
す

る
。

 

貯
蔵

保
管

し
た

放
射

能
濃

度
が

低
い

使
用

済
樹

脂
は

，
雑

固
体

減
容

処
理

設
備

で
溶

融
固

化
し

て

容
器

に
固

型
化

又
は

固
型

化
剤

を
充

填
し

容
器

に
固

型
化

す
る

。
 

作
製

さ
れ

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
貯

蔵
保

管
す

る
か

又
は

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。

 

（
３

）
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ
 

タ
ン

ク
に

貯
蔵

し
た

後
，
廃

止
措

置
の

た
め

に
導

入
す

る
処

理
設

備
を

用
い

て
処

理
し

，
容

器
に

封
入

又
は

固
型

化
す

る
。

 

作
製

さ
れ

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
貯

蔵
保

管
す

る
か

又
は

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。

 

 

  

３
．

２
．

３
 

建
屋

等
解

体
期

間
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

す
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
主
な

種
類

は
，

濃
縮

廃
液

，
使

用
済

樹
脂

，

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

，
ク

ラ
ッ

ド
ス

ラ
リ

，
雑

固
体

廃
棄

物
等

及
び

解
体

工
事

で
発

生
す

る
金

属
等

で

あ
る

。
 

建
屋

等
解

体
期

間
に

発
生

し
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，
「

五
 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基

づ
き

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

放
射

能
等

の
性

状
に

応
じ

て
処

理
を

行
い

，
廃

棄
事

業
者

の
廃

棄
施

設

に
廃

棄
す

る
。

 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ
ロ

ー
を

図
１

０
－

５
に

示
す

。
 

廃
止

措
置

工
事

に
伴

い
発

生
す

る
放

射
性

固
体

廃
棄

物
に
つ

い
て

は
，

処
理

，
保

管
等

の
過

程
で

，

飛
散

，
汚

染
の

拡
大

及
び

放
射

線
に

よ
る

被
ば

く
を

防
止

で
き

る
よ

う
に

，
取

扱
い

に
関

わ
る

必
要

な

措
置

を
講

じ
る

。
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
管

理
方

法
を

次
に

示
す

。
 

（
１

）
濃

縮
廃

液
 

タ
ン

ク
に

貯
蔵

し
た

後
，
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
固

化
装

置
で

固
化

剤
と

混
合

し
て

ド
ラ

ム
缶

内
に

固
化

し
て

貯
蔵

保
管

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，
廃

棄
事

業
者

の
廃

棄
施

設
に

廃

棄
す

る
。

 

（
２

）
使

用
済

樹
脂

 

放
射

能
濃

度
が

高
い

使
用

済
樹

脂
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
廃

止
措

置
の

た
め

に
導

入
す

る

処
理

設
備

を
用

い
て

処
理

し
，

容
器

に
封

入
又

は
固

型
化

す
る

。
 

放
射

能
濃

度
が

低
い

使
用

済
樹

脂
は

，
タ

ン
ク

に
貯

蔵
し

た
後

，
ド

ラ
ム

缶
等

に
詰

め
て

貯
蔵

保

管
す

る
か

，
雑

固
体

減
容

処
理

設
備

で
溶

融
固

化
し

て
容

器
に

固
型

化
又

は
固

型
化

剤
を

充
填

し
容

器
に

固
型

化
す

る
。

 

貯
蔵

保
管

し
た

放
射

能
濃

度
が

低
い

使
用

済
樹

脂
は

，
雑

固
体

減
容

処
理

設
備

で
溶

融
固

化
し

て

容
器

に
固

型
化

又
は

固
型

化
剤

を
充

填
し

容
器

に
固

型
化

す
る

。
 

作
製

さ
れ

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
貯

蔵
保

管
す

る
か

又
は

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。

 

（
３

）
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ
 

タ
ン

ク
に

貯
蔵

し
た

後
，
廃

止
措

置
の

た
め

に
導

入
す

る
処

理
設

備
を

用
い

て
処

理
し

，
容

器
に

封
入

又
は

固
型

化
す

る
。

 

作
製

さ
れ

た
放

射
性

固
体

廃
棄

物
は

，
貯

蔵
保

管
す

る
か

又
は

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄

す
る

。
貯

蔵
保

管
さ

れ
た

放
射

性
固

体
廃

棄
物

は
，

廃
棄

事
業

者
の

廃
棄

施
設

に
廃

棄
す

る
。
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

３
．

３
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
推

定
発

生
量

 

廃
止

措
置

工
事

に
伴

い
，
Ｌ

１
，
Ｌ
２

及
び

Ｌ
３

に
区

分
さ

れ
る

低
レ

ベ
ル

放
射

性
廃

棄
物

並
び

に

放
射

性
物

質
と

し
て

扱
う

必
要

の
な

い
も

の
の

発
生

が
想

定
さ

れ
る

。
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
放

射
能

レ
ベ

ル
区

分
ご

と
の

推
定

発
生

量
を

表
８

－
３

に
示

す
。

 

 

３
．

４
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
保

管
 

全
期

間
を

通
し

て
，
解

体
工

事
で

発
生

す
る

解
体

撤
去

物
等

の
処

理
過

程
に

あ
る

も
の

並
び

に
測

定

及
び

評
価

を
行

っ
た

放
射

能
濃

度
確

認
対

象
物

（
確

認
待

ち
エ

リ
ア

に
保

管
）

を
除

き
，

放
射

性
固

体

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

，
廃

棄
が

行
わ

れ
る

ま
で

の
間

は
，

既
設

の
保

管
場

所
及

び
新

た
に

設
定

す
る

保

管
場

所
（

以
下

「
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
等

」
と

い
う

。
）

に
保

管
す

る
。

 

新
た

に
保

管
場

所
を

設
定

す
る

際
に

は
，
保

管
場

所
及

び
保

管
容

量
等

の
必

要
な

事
項

を
保

安
規

定

に
定

め
る

。
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
保

管
す

る
際

に
は

，
計

画
的

に
処

理
処

分
を

進
め

る
と

と
も

に
，
上

記
で

評

価
さ

れ
た

保
管

可
能

場
所

の
中

に
保

管
場

所
を

設
定

す
る

等
の

対
応

を
行

い
，

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

等

の
保

管
容

量
を

超
え

な
い

よ
う

に
解

体
工

事
等

を
行

う
。

 

 

  

３
．

３
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
推

定
発

生
量

 

廃
止

措
置

工
事

に
伴

い
，
Ｌ

１
，
Ｌ

２
及

び
Ｌ

３
に

区
分

さ
れ

る
低

レ
ベ

ル
放

射
性

廃
棄

物
並

び
に

放
射

性
物

質
と

し
て

扱
う

必
要

の
な

い
も

の
の

発
生

が
想

定
さ

れ
る

。
 

 
放

射
性

固
体

廃
棄

物
の

放
射

能
レ

ベ
ル

区
分

ご
と

の
推

定
発

生
量

を
表

１
０

－
３

に
示

す
。

 

 

３
．

４
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
保

管
 

全
期

間
を

通
し

て
，
解

体
工

事
で

発
生

す
る

解
体

撤
去

物
等

の
処

理
過

程
に

あ
る

も
の

並
び

に
測

定

及
び

評
価

を
行

っ
た

放
射

能
濃

度
確

認
対

象
物

（
確

認
待

ち
エ

リ
ア

に
保

管
）

を
除

き
，

放
射

性
固

体

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

，
廃

棄
が

行
わ

れ
る

ま
で

の
間

は
，

既
設

の
保

管
場

所
及

び
新

た
に

設
定

す
る

保

管
場

所
（

以
下

「
固

体
廃

棄
物

貯
蔵

庫
等

」
と

い
う

。
）

に
保

管
す

る
。

 

新
た

に
保

管
場

所
を

設
定

す
る

際
に

は
，
保

管
場

所
及

び
保

管
容

量
等

の
必

要
な

事
項

を
保

安
規

定

に
定

め
る

。
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
保

管
す

る
際

に
は

，
計

画
的

に
処

理
処

分
を

進
め

る
と

と
も

に
，
上

記
で

評

価
さ

れ
た

保
管

可
能

場
所

の
中

に
保

管
場

所
を

設
定

す
る

等
の

対
応

を
行

い
，

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

等

の
保

管
容

量
を

超
え

な
い

よ
う

に
解

体
工

事
等

を
行

う
。

 

 

   記
載

の
適

正

化
 

本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

３
．

４
．

１
 

既
設

の
保

管
場

所
 

既
設

の
保

管
場

所
と

は
，
表

４
－

５
に

示
す

と
お

り
，
原

子
炉

運
転

中
に

使
用

し
て

い
る

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
，

サ
イ

ト
バ

ン
カ

，
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ
貯

蔵
タ

ン
ク

等
で

あ
る

。
 

 

３
．

４
．

２
 

新
た

に
設

定
す

る
保

管
場
所

 

新
た

に
設

定
す

る
保

管
場

所
と

は
，

廃
止

措
置

対
象

施
設

内
の

当
該

箇
所

に
設

置
さ

れ
て

い
る

機
器

等
の

撤
去

を
終

え
た

区
域

を
活

用
し

て
設

定
す

る
保

管
場

所
で

あ
り

，
原

子
炉

建
物

地
階

に
Ｌ

１
以

下

の
廃

棄
物

，
タ

ー
ビ

ン
建

物
１

階
に

Ｌ
２

以
下

の
廃

棄
物

，
原

子
炉

建
物

，
タ

ー
ビ

ン
建

物
，

廃
棄

物

処
理

建
物

，
新

廃
棄

物
処

理
建

物
，
焼

却
炉

建
物

及
び

サ
イ

ト
バ

ン
カ

建
物

に
，
Ｌ

３
廃

棄
物

及
び
「

放

射
性

物
質

と
し

て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

」
と

推
定

さ
れ

る
も

の
（

以
下

「
Ｃ

Ｌ
推

定
物

」
と

い
う

。
）

を
保

管
す

る
。

 

保
管

場
所

の
設

定
の

た
め

，
保

管
廃

棄
物

に
起

因
す

る
直

接
線

量
及

び
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

線
量

に
つ

い
て

評
価

を
行

っ
た

結
果

，
人

の
居

住
の

可
能

性
の

あ
る

敷
地

境
界

外
の

評
価

地
点

に
お

け
る

直
接

線

及
び

ス
カ

イ
シ

ャ
イ

ン
線

に
よ

る
周

辺
公

衆
の

被
ば

く
線

量
は

，
空

気
カ

ー
マ

で
年

間
約

1
9.

4
μ

G
y
で

あ
る

。
 

新
た

に
保

管
場

所
を

設
定

す
る

際
の

保
管

容
量

は
，

表
８

－
４

に
示

す
直

接
線

及
び

ス
カ

イ
シ

ャ
イ

ン
線

の
評

価
条

件
の

う
ち

線
源

の
設

定
条

件
（

容
器

換
算

箱
数

）
を

満
足

す
る

保
管

容
量

と
す

る
。

 

 

３
．

５
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
運

搬
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
運

搬
は

，
関

係
法

令
を

遵
守

し
て

実
施

す
る

と
と

も
に

，
必

要
な

事
項

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

 

  

３
．

４
．

１
 

既
設

の
保

管
場

所
 

既
設

の
保

管
場

所
と

は
，
表

４
－

５
に

示
す

と
お

り
，
原

子
炉

運
転

中
に

使
用

し
て

い
る

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
庫

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
，

サ
イ

ト
バ

ン
カ

，
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ
貯

蔵
タ

ン
ク

等
で

あ
る

。
 

 

３
．

４
．

２
 

新
た

に
設

定
す

る
保

管
場

所
 

新
た

に
設

定
す

る
保

管
場

所
と

は
，

廃
止

措
置

対
象

施
設

内
の

当
該

箇
所

に
設

置
さ

れ
て

い
る

機
器

等
の

撤
去

を
終

え
た

区
域

を
活

用
し

て
設

定
す

る
保

管
場

所
で

あ
り

，
原

子
炉

建
物

地
階

に
Ｌ

１
以

下

の
廃

棄
物

，
タ

ー
ビ

ン
建

物
１

階
に

Ｌ
２

以
下

の
廃

棄
物

，
原

子
炉

建
物

，
タ

ー
ビ

ン
建

物
，

廃
棄

物

処
理

建
物

，
新

廃
棄

物
処

理
建

物
，
焼

却
炉

建
物

及
び

サ
イ

ト
バ

ン
カ

建
物

に
，
Ｌ

３
廃

棄
物

及
び
「

放

射
性

物
質

と
し

て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

」
と

推
定

さ
れ

る
も

の
（

以
下

「
Ｃ

Ｌ
推

定
物

」
と

い
う

。
）

を
保

管
す

る
。

 

保
管

場
所

の
設

定
の

た
め

，
保

管
廃

棄
物

に
起

因
す

る
直

接
線

量
及

び
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

線
量

に
つ

い
て

評
価

を
行

っ
た

結
果

，
人

の
居

住
の

可
能

性
の

あ
る

敷
地

境
界

外
の

評
価

地
点

に
お

け
る

直
接

線

及
び

ス
カ

イ
シ

ャ
イ

ン
線

に
よ

る
周

辺
公

衆
の

被
ば

く
線

量
は

，
空

気
カ

ー
マ

で
年

間
約

1
9.

4
μ

G
y
で

あ
る

。
 

新
た

に
保

管
場

所
を

設
定

す
る

際
の

保
管

容
量

は
，

表
１

０
－

４
に

示
す

直
接

線
及

び
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

線
の

評
価

条
件

の
う

ち
線

源
の

設
定

条
件

（
容

器
換

算
箱

数
）

を
満

足
す

る
保

管
容

量
と

す
る

。
 

 

３
．

５
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
運

搬
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
運

搬
は

，
関

係
法

令
を

遵
守

し
て
実

施
す

る
と

と
も

に
，

必
要

な
事

項
を

保

安
規

定
に

定
め

る
。

 

 

                本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

   

表
８

－
１

 
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

管
理

目
標

値
 （

単
位

：
B
q／

y）
 

核
種

 
原

子
炉

本
体

等
 

解
体

準
備

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

 

解
体

期
間

 

建
屋

等
 

解
体

期
間

 

Ｃ
ｏ

－
60

 
5.
9
×

1
0７

 
2.

2
×

1
0８

 
3
.9

×
10

７
 

 

 

表
８

－
２

 
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

管
理

目
標

値
 （

単
位

：
B
q／

y）
 

 
原

子
炉

本
体

等
 

解
体

準
備

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

 

解
体

期
間

 

建
屋

等
 

解
体

期
間

 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

 

（
ト

リ
チ

ウ
ム

を
除

く
。
）

 
7.
4
×

1
0１

０
 

7.
4×

10
１

０
 

7.
4
×

1
0１

０
 

注
 

１
号

及
び

２
号

炉
合

算
 

 

   

表
１

０
－

１
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

 （
単

位
：

Bq
／

y）
 

核
種

 
原

子
炉

本
体

等
 

解
体

準
備

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

 

解
体

期
間

 

建
屋

等
 

解
体

期
間

 

Ｃ
ｏ

－
60

 
5.

9
×

1
0７

 
2
.2

×
10

８
 

3
.9

×
10

７
 

 

 

表
１

０
－

２
 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
管

理
目

標
値

 （
単

位
：

Bq
／

y）
 

 
原

子
炉

本
体

等
 

解
体

準
備

期
間

 

原
子

炉
本

体
等

 

解
体

期
間

 

建
屋

等
 

解
体

期
間

 

放
射

性
液

体
廃

棄
物

 

（
ト

リ
チ

ウ
ム

を
除

く
。
）

 
7.

4
×

1
0１

０
 

7
.4

×
10

１
０
 

7.
4
×

1
0１

０
 

注
 

１
号

及
び

２
号

炉
合

算
 

 

  本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

     本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

表
８

－
３

 
放

射
性

固
体

廃
棄
物

の
放

射
能

レ
ベ

ル
区

分
ご

と
の

推
定

発
生

量
 

（
単

位
：

t
）

 

放
射

能
レ

ベ
ル

区
分

 
推

定
発

生
量

 

低
レ

ベ
ル

放
射

性
廃

棄
物

 

Ｌ
１

 
約

40
 

Ｌ
２

 
約

1,
9
90

 

Ｌ
３

 
約

1
0,

7
60

 

放
射

性
物

質
と

し
て

扱
う

必
要

の
な

い
も

の
 

約
7,

8
00

 

合
計

 
約

2
0,

6
00

 

注
１

 
放

射
性

廃
棄

物
で

な
い

廃
棄

物
の

推
定

発
生

量
は

，
約

1
76

,
00

0
ｔ

で
あ

る
。

 

注
２

 
放

射
能

レ
ベ

ル
区

分
値

は
，

以
下

の
と

お
り

 

・
Ｌ

１
の

区
分

値
の

上
限

は
，

原
子

炉
等

規
制

法
施

行
令

第
3
1
条

に
定

め
る

放
射

能
濃

度
 

・
Ｌ

１
と

Ｌ
２

の
区

分
値

は
，

国
内

で
操

業
さ

れ
て

い
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ピ
ッ

ト
埋

設
施

設
の

埋
設

許
可

条

件
の

最
大

放
射

能
濃

度
 

・
Ｌ

２
と

Ｌ
３

の
区

分
値

は
，
原

子
炉

等
規
制

法
施

行
令
（

た
だ

し
，
平

成
1
9
年

政
令

第
3
78

号
に

よ
る

改

正
前

の
も

の
。
）

第
3
1
条

第
1
項

に
定

め
る

原
子

炉
施

設
を

設
置

し
た

工
場

又
は

事
業

所
に

お
い

て
生

じ

た
廃

棄
さ

れ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

等
で

容
器

に
固

型
化

し
て

い
な

い
も

の
に

対
す

る
濃

度
上

限
値

の
10

分

の
1
の

放
射

能
濃

度
 

・
放

射
性

物
質

と
し

て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

の
区

分
値

は
，
原

子
炉

等
規

制
法

第
6
1
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
製

錬
事

業
者

等
に

お
け

る
工

場
等

に
お

い
て

用
い

た
資

材
そ

の
他

の
物

に
含

ま
れ

る
放

射
性

物
質

の
放

射
能

濃
度

に
つ

い
て

の
確

認
等

に
関

す
る

規
則

第
2
条

に
定

め
る

放
射

能
濃

度
 

注
３

 
評

価
条

件
 

・
放

射
能

は
，
原

子
炉

運
転

停
止

後
4
年
（

平
成

27
年

）
時

点
に

お
け

る
，
放

射
化

汚
染

及
び

二
次

的
な

汚

染
の

推
定

放
射

能
を

基
に

設
定

し
た

。
 

注
４

 
推

定
発

生
量

 

・
低

レ
ベ

ル
放

射
性

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

，
10

 
t
単

位
で

切
り

上
げ

た
値

で
あ

る
。

 

・
放

射
性

物
質

と
し

て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

及
び

合
計

に
つ

い
て

は
，

1
00

 
t
単

位
で

切
り

上
げ

た
値

で

あ
る

。
 

・
端

数
処

理
の

た
め

合
計

が
一

致
し

な
い

こ
と

が
あ

る
。

 

・
推

定
発

生
量

に
は

付
随

廃
棄

物
を

含
ん

で
い

な
い

。
 

 

表
１

０
－
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放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
放

射
能

レ
ベ
ル

区
分

ご
と

の
推

定
発

生
量

 

（
単

位
：

t）
 

放
射

能
レ

ベ
ル

区
分

 
推

定
発

生
量

 

低
レ

ベ
ル

放
射

性
廃

棄
物

 

Ｌ
１

 
約

40
 

Ｌ
２

 
約

1,
9
90

 

Ｌ
３

 
約

1
0,

7
60

 

放
射

性
物

質
と

し
て

扱
う

必
要

の
な

い
も

の
 

約
7,

8
00

 

合
計

 
約

2
0,

6
00

 

注
１

 
放

射
性

廃
棄

物
で

な
い

廃
棄

物
の

推
定

発
生

量
は

，
約

1
76

,
00

0
ｔ

で
あ

る
。

 

注
２

 
放

射
能

レ
ベ

ル
区

分
値

は
，

以
下

の
と

お
り

 

・
Ｌ

１
の

区
分

値
の

上
限

は
，

原
子

炉
等

規
制

法
施

行
令

第
3
1
条

に
定

め
る

放
射

能
濃

度
 

・
Ｌ

１
と

Ｌ
２

の
区

分
値

は
，

国
内

で
操

業
さ

れ
て

い
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

ピ
ッ

ト
埋

設
施

設
の

埋
設

許
可

条

件
の

最
大

放
射

能
濃

度
 

・
Ｌ

２
と

Ｌ
３

の
区

分
値

は
，
原

子
炉

等
規

制
法

施
行

令
（

た
だ

し
，
平

成
1
9
年

政
令

第
3
78

号
に

よ
る

改

正
前

の
も

の
。
）

第
3
1
条

第
1
項

に
定

め
る

原
子

炉
施

設
を

設
置

し
た

工
場

又
は

事
業

所
に

お
い

て
生

じ

た
廃

棄
さ

れ
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

等
で

容
器

に
固

型
化

し
て

い
な

い
も

の
に

対
す

る
濃

度
上

限
値

の
10

分

の
1
の

放
射

能
濃

度
 

・
放

射
性

物
質

と
し

て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

の
区

分
値

は
，
原

子
炉

等
規

制
法

第
6
1
条

の
2
第

1
項

に
規

定
す

る
製

錬
事

業
者

等
に

お
け

る
工

場
等

に
お

い
て

用
い

た
資

材
そ

の
他

の
物

に
含

ま
れ

る
放

射
性
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質

の
放

射
能

濃
度
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つ
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て

の
確
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等

に
関

す
る

規
則
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2
条

に
定

め
る

放
射

能
濃

度
 

注
３

 
評

価
条

件
 

・
放

射
能

は
，
原

子
炉

運
転

停
止

後
4
年
（

平
成

27
年

）
時

点
に

お
け

る
，
放

射
化

汚
染

及
び

二
次

的
な

汚

染
の

推
定

放
射

能
を

基
に

設
定

し
た

。
 

注
４

 
推

定
発

生
量

 

・
低

レ
ベ

ル
放

射
性

廃
棄

物
に

つ
い

て
は

，
10

 
t
単

位
で

切
り

上
げ

た
値

で
あ

る
。

 

・
放

射
性

物
質

と
し

て
扱

う
必

要
の

な
い

も
の

及
び

合
計

に
つ

い
て

は
，

1
00

 
t
単

位
で

切
り

上
げ

た
値

で

あ
る

。
 

・
端

数
処

理
の

た
め

合
計

が
一

致
し

な
い

こ
と

が
あ

る
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・
推
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生
量
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を

含
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線

及
び
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線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
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敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

表
８

－
４

 
直

接
線

及
び

ス
カ

イ
シ

ャ
イ

ン
線

の
評

価
条

件
の

う
ち

線
源

の
設

定
条

件
 

 

対
象

 

廃
棄

物
 

保
管

場
所
 

線
源

の
設

定
条

件
 

（
容

器
換

算
箱

数
）

 
建

物
名

称
 

階
数

 

Ｌ
１

 
原

子
炉

建
物

 
地

階
 

約
1,

27
0
箱

 

Ｌ
２

 
タ

ー
ビ

ン
建

物
 

１
階

 
約

1,
43

0
箱

 

Ｌ
３

 

Ｃ
Ｌ

推
定

物
 

原
子

炉
建

物
 

地
階

 
約

1,
79

0
箱

 

１
階

 
約

1,
79

0
箱

 

２
階

 
約

1,
79

0
箱

 

３
階

 
約

1,
79

0
箱

 

４
階

 
約

1,
79

0
箱

 

５
階

 
約

1,
79

0
箱

 

タ
ー

ビ
ン

建
物

 

１
階

 
約

5,
13

0
箱

 

２
階

 
約

2,
45

5
箱

 

３
階

 
約

3,
38

5
箱

 

廃
棄

物
処

理
 

建
物

 

地
階

 
約

68
0
箱

 

１
階

 
約

1,
35

0
箱

 

２
階

 
約

84
5
箱

 

新
廃

棄
物

処
理

 

建
物

 

地
階

 
約

1,
41

0
箱

 

１
階

 
約

50
5
箱

 

２
階

 
約

1,
50

5
箱

 

焼
却

炉
建

物
 

１
階

 
約

40
5
箱

 

サ
イ

ト
バ

ン
カ

 

建
物

 

地
階

 
 

約
11

5
箱

 

１
階

 
約

11
5
箱

 
 

  

表
１

０
－

４
 

直
接

線
及

び
ス

カ
イ

シ
ャ

イ
ン

線
の

評
価

条
件

の
う

ち
線

源
の

設
定

条
件

 

 

対
象

 

廃
棄

物
 

保
管

場
所

 
線

源
の

設
定

条
件

 

（
容

器
換

算
箱

数
）

 
建

物
名

称
 

階
数

 

Ｌ
１

 
原

子
炉

建
物

 
地

階
 

約
1,

2
70

箱
 

Ｌ
２

 
タ

ー
ビ

ン
建

物
 

１
階

 
約

1,
4
30

箱
 

Ｌ
３

 

Ｃ
Ｌ

推
定

物
 

原
子

炉
建

物
 

地
階

 
約

1,
79

0
箱

 

１
階

 
約

1,
79

0
箱

 

２
階

 
約

1,
79

0
箱

 

３
階

 
約

1,
79

0
箱

 

４
階

 
約

1,
79

0
箱

 

５
階

 
約

1,
79

0
箱

 

タ
ー

ビ
ン

建
物

 

１
階

 
約

5,
13

0
箱

 

２
階

 
約

2,
45

5
箱

 

３
階

 
約

3,
38

5
箱

 

廃
棄

物
処

理
 

建
物

 

地
階

 
約

68
0
箱

 

１
階

 
約

1,
35

0
箱

 

２
階

 
約

84
5
箱

 

新
廃

棄
物

処
理

 

建
物

 

地
階

 
約

1,
41

0
箱

 

１
階

 
約

50
5
箱

 

２
階

 
約

1,
50

5
箱

 

焼
却

炉
建

物
 

１
階

 
約

40
5
箱

 

サ
イ

ト
バ

ン
カ

 

建
物

 

地
階

 
 

約
11

5
箱

 

１
階

 
約

11
5
箱
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下
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点
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，
変

更
箇
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を
示
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も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

   

 
 

図
８

－
１

 
原

子
炉

本
体

等
解

体
準
備

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
 

 

   

 
 

図
１

０
－

１
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

準
備

期
間

の
放

射
性
気

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー
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局
所

フ
ィ
ル

タ
※

建
屋

フ
ィ
ル

タ

解
体

対
象

連
続
試

料

採
取
装

置

大
気

（
排
気

筒
）

汚
染

拡
大
防
止

囲
い

※

排
風
機

排
風

機

※
切

断
時

の
粒

子
状

物
質

の
発

生
量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ

て

局
所
フ

ィ
ル

タ
※

建
屋

フ
ィ
ル

タ

解
体
対

象

連
続

試
料

採
取

装
置

大
気

（
排
気

筒
）

汚
染
拡

大
防
止

囲
い

※

排
風
機

排
風
機

※
切

断
時

の
粒

子
状

物
質

の
発

生
量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ
て
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

 

排
気

筒
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

前
 

 

 

排
気

筒
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

後
 

 

図
８

－
２

 
原

子
炉

本
体

等
解

体
期

間
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー

 

 

  

 
排

気
筒

撤
去

に
伴

う
放

出
経

路
変

更
前

 

 

 

排
気

筒
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路
変

更
後

 

 

図
１

０
－

２
 

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
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局
所

フ
ィ
ル

タ
※

建
屋

フ
ィ
ル

タ

解
体

対
象

連
続
試

料

採
取
装

置

大
気

（
排
気

筒
）

汚
染

拡
大
防
止

囲
い

※

排
風
機

排
風

機

※
切

断
時

の
粒

子
状

物
質

の
発

生
量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ

て

局
所

フ
ィ
ル

タ
※

建
屋

フ
ィ
ル

タ

解
体

対
象

連
続

試
料

採
取

装
置

大
気

（
排

気
口
）

汚
染

拡
大
防

止
囲
い

※

排
風
機

排
風

機

※
切

断
時
の

粒
子
状

物
質
の
発

生
量

が
多
く

な
る
等

の
廃
棄

物
性
状

に
応
じ

て

局
所
フ

ィ
ル

タ
※

建
屋

フ
ィ
ル

タ

解
体
対

象

連
続

試
料

採
取

装
置

大
気

（
排
気

筒
）

汚
染
拡

大
防
止

囲
い

※

排
風
機

排
風
機

※
切

断
時

の
粒

子
状

物
質

の
発

生
量
が

多
く

な
る

等
の

廃
棄

物
性

状
に

応
じ
て

局
所

フ
ィ
ル

タ
※

建
屋

フ
ィ
ル

タ

解
体

対
象

連
続

試
料

採
取

装
置

大
気

（
排

気
口
）

汚
染

拡
大
防

止
囲
い

※

排
風

機

排
風

機

※
切

断
時
の

粒
子
状

物
質
の

発
生
量

が
多
く

な
る
等

の
廃
棄

物
性
状
に

応
じ

て
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線
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，
変
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箇
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を
示

す
も

の
で
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る
。

下
線

及
び

点
線
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は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

 
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

前
 

 

 
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

後
 

 

図
８

－
３

 
建

屋
等

解
体

期
間

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

処
理

処
分

フ
ロ

ー
 

 

  

 
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

前
 

 

 
既

設
建

屋
換

気
系

の
一

部
撤

去
に

伴
う

放
出

経
路

変
更

後
 

 

図
１

０
－

３
 

建
屋

等
解

体
期

間
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
処

理
処

分
フ

ロ
ー
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ィ
ル

タ

解
体

対
象

連
続

試
料

採
取

装
置

大
気

（
排

気
口
）

汚
染

拡
大
防

止
囲
い

※

排
風
機

排
風

機

※
切

断
時
の

粒
子
状

物
質
の
発

生
量

が
多
く

な
る
等

の
廃
棄

物
性
状

に
応
じ

て

局
所
フ
ィ
ル
タ

※

解
体
対

象

連
続

試
料

採
取

装
置

汚
染
拡

大
防

止
囲
い

※

排
風

機

※
切
断
時
の
粒

子
状
物

質
の
発
生
量
が
多
く
な

る
等

の
廃
棄
物
性
状
に
応
じ
て

大
気

（
排
気
口
）

局
所

フ
ィ
ル

タ
※

建
屋

フ
ィ
ル

タ

解
体

対
象

連
続

試
料

採
取

装
置

大
気

（
排

気
口
）

汚
染

拡
大
防

止
囲
い

※

排
風

機

排
風

機

※
切

断
時
の

粒
子
状

物
質
の

発
生
量

が
多
く

な
る
等

の
廃
棄

物
性
状
に

応
じ

て

局
所
フ

ィ
ル
タ

※

解
体
対
象

連
続
試
料

採
取
装
置

汚
染
拡
大
防
止

囲
い

※

排
風
機

※
切
断
時
の
粒

子
状

物
質
の

発
生
量
が
多
く
な
る
等

の
廃
棄
物
性
状
に
応
じ
て

大
気

（
排
気

口
）
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

  

                              本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

 

シャワードレン

洗濯廃液

再生廃液

床ドレン

機器ドレン

収集

（タンク）

放射能濃度測定

（モニタタンク）

収集

（タンク）

中和処理

蒸発濃縮処理

（蒸発濃縮装置）

収集

（タンク）

ろ過処理

（ろ過器）

脱塩処理

（脱塩器）

再使用

（タンク）

機器解体廃液＊

図８－５へ

海洋

ろ過処理

（フィルタ）

＊

＊

＊

濃縮廃液

蒸気を凝縮させた廃液

保有水量又は放射性液体廃

棄物の性状に応じて

脱塩処理

（脱塩器）

※※

放射能濃度測定

（サンプルタンク）

収集

（タンク）

※※

収集

（タンク等）
前処理

水素イオン濃度，放射能

等の廃液の性状に応じて
※：洗濯廃液及びシャワードレンの処理設備は，１号及び２号炉共用

水素イオン濃度

に応じて

ろ過処理

（ろ過器）

※

蒸気を凝縮
させた廃液

蒸発濃縮処理

（蒸発濃縮装置）

図８－５へ

濃縮廃液

図８－４ 原子炉本体等解体準備期間，原子炉本体等解体期間及び建屋等解体期間の放射性液体廃棄物の処理処分フロー 

シャワードレン

洗濯廃液

再生廃液

床ドレン

機器ドレン

収集

（タンク）

放射能濃度測定

（モニタタンク）

収集

（タンク）

中和処理

蒸発濃縮処理

（蒸発濃縮装置）

収集

（タンク）

ろ過処理

（ろ過器）

脱塩処理

（脱塩器）

再使用

（タンク）

機器解体廃液＊

図８－５へ

海洋

ろ過処理

（フィルタ）

＊

＊

＊

濃縮廃液

蒸気を凝縮させた廃液
保有水量又は放射性液体廃

棄物の性状に応じて

脱塩処理

（脱塩器）

※※

放射能濃度測定

（サンプルタンク）

収集

（タンク）

※※

収集

（タンク等）
前処理

水素イオン濃度，放射能

等の廃液の性状に応じて
※：洗濯廃液及びシャワードレンの処理設備は，１号及び２号炉共用

水素イオン濃度

に応じて

ろ過処理

（ろ過器）

※

蒸気を凝縮
させた廃液

蒸発濃縮処理

（蒸発濃縮装置）

図８－５へ

濃縮廃液

図１０－４ 原子炉本体等解体準備期間，原子炉本体等解体期間及び建屋等解体期間の放射性液体廃棄物の処理処分フロー 

図１０－５へ 

図１０－５へ 

図８－５へ 

図８－５へ 
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

  

                              本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

 

雑固体廃棄物等

使用済制御棒等

使用済樹脂

フィルタスラッジ

濃縮廃液

貯蔵保管

（サイトバンカ等）

貯蔵

（タンク）
固化

(アスファルト固化装置)

クラッドスラリ

解体工事で発生す

る金属等

＊１

＊２

＊５

図８－４より

＊１

※：１号及び２号炉共用

：廃止措置のために導入

処理

（処理装置）

除染

＊１

＊２

＊５

＊１

＊３

放射能ﾚﾍﾞﾙが高い

放射能ﾚﾍﾞﾙが低い

貯蔵

（タンク）

貯蔵

（タンク）

貯蔵

（タンク）
処理

（処理設備）

＊１

＊３

貯蔵

（タンク）

原子炉運転中に発生

可燃性

不燃性

焼却※

(雑固体焼却設備)

＊１

圧縮減容

（減容機）

貯蔵保管

(固体廃棄物貯蔵庫等）
溶融固化※

(雑固体減容処理設備)

＊１

＊２廃棄

＊３

＊４

＊４

運転中に発生した

廃棄物と同様の性状

「固体廃棄物貯蔵庫等」とは，固体廃棄物貯蔵庫※，サイトバンカ，使用済燃料プール及び廃止措置のために新たに設定する保管場所をいう。

圧縮可能なもの

処理

（処理設備）

＊４

再生利用等

固型化
（固型化設備）

固型化
（固型化設備）

＊５

廃棄物性状に応じて

＊５

図８－５ 原子炉本体等解体準備期間，原子炉本体等解体期間及び建屋等解体期間の放射性固体廃棄物の処理処分フロー 

雑固体廃棄物等

使用済制御棒等

使用済樹脂

フィルタスラッジ

濃縮廃液

貯蔵保管

（サイトバンカ等）

貯蔵

（タンク）
固化

(アスファルト固化装置)

クラッドスラリ

解体工事で発生す

る金属等

＊１

＊２

＊５

図８－４より

＊１

※：１号及び２号炉共用

：廃止措置のために導入

処理

（処理装置）

除染

＊１

＊２

＊５

＊１

＊３

放射能ﾚﾍﾞﾙが高い

放射能ﾚﾍﾞﾙが低い

貯蔵

（タンク）

貯蔵

（タンク）

貯蔵

（タンク）
処理

（処理設備）

＊１

＊３

貯蔵

（タンク）

原子炉運転中に発生

可燃性

不燃性

焼却※

(雑固体焼却設備)

＊１

圧縮減容

（減容機）

貯蔵保管

(固体廃棄物貯蔵庫等）
溶融固化※

(雑固体減容処理設備)

＊１

＊２廃棄

＊３

＊４

＊４

運転中に発生した

廃棄物と同様の性状

「固体廃棄物貯蔵庫等」とは，固体廃棄物貯蔵庫※，サイトバンカ，使用済燃料プール及び廃止措置のために新たに設定する保管場所をいう。

圧縮可能なもの

処理

（処理設備）

＊４

再生利用等

固型化
（固型化設備）

固型化
（固型化設備）

＊５

廃棄物性状に応じて

＊５

図１０－５ 原子炉本体等解体準備期間，原子炉本体等解体期間及び建屋等解体期間の放射性固体廃棄物の処理処分フロー 

図１０－４よりへ 

図８－４よりへ 
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

九
 

廃
止

措
置

の
工

程
 

廃
止

措
置

は
，

原
子

炉
等

規
制

法
に

基
づ

く
廃

止
措

置
計

画
の

認
可

以
降

，
こ

の
廃

止
措

置
計

画
に

基

づ
き

実
施

し
，

平
成

5
1
年

度
末

ま
で

に
完

了
す

る
予

定
で

あ
る

。
廃

止
措

置
工

程
を

表
９

－
１

に
示

す
。
 

 

十
一

 
廃

止
措

置
の

工
程

 

廃
止

措
置

は
，

原
子

炉
等

規
制

法
に

基
づ

く
廃

止
措

置
計

画
の

認
可

以
降

，
こ

の
廃

止
措

置
計

画
に

基

づ
き

実
施

し
，

2
04

0
年

度
末

ま
で

に
完

了
す

る
予

定
で

あ
る

。
廃

止
措

置
工

程
を

表
１

１
－

１
に

示
す

。
 

 

本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

年
標

記
の

適

正
化
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

  

 

  

 

                  本
文

追
加

に

伴
う

番
号

の

変
更

 

 年
度

表
記

の

適
正

化
（

実

績
反

映
）

 

表９－１ 廃止措置工程 

表１１－１ 廃止措置工程 
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注
）

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
箇

所
を
示

す
も

の
で

あ
る
。

下
線

及
び

点
線

枠
は

，
変

更
内

容
に

含
ま
な

い
。

 
 

 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 
十

二
 

廃
止

措
置

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
 

 

廃
止

措
置

期
間

中
に

お
け

る
敦

賀
発

電
所

１
号

炉
の

安
全

を
達

成
・

維
持

・
向

上
さ

せ
る

た
め

，
敦

賀

発
電

所
設

置
変

更
許

可
申

請
（

１
号

炉
）

本
文

第
十

一
号

の
「

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
」

に
基

づ
き

，
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成

し
，

及
び

維
持

す
る

た
め

の
活

動
を

行
う

仕
組

み
を

含
め

た
，

廃
止

措
置

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
立

し
，

「
敦

賀
発

電
所

原
子

炉
施

設
保

安
規

定
（

１
号

炉
）

」
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

に
定

め
て

い
る

。
 

保
安

規
定

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
に

基
づ

き
，
廃

止
措

置
に

関
す

る
保

安
活

動
の

計
画

，

実
施

，
評

価
及

び
改

善
の

一
連

の
プ

ロ
セ

ス
を

保
安

規
定

及
び
品

質
保

証
規

程
並

び
に

そ
れ

ら
に

基
づ

く

下
部

規
程

に
よ

り
明

確
に

し
，

こ
れ

ら
を

効
果

的
に

運
用

す
る
こ

と
に

よ
り

，
廃

止
措

置
期

間
中

に
お

け

る
敦

賀
発

電
所

１
号

炉
の

安
全

の
達

成
，

維
持

及
び

向
上

を
図

る
。

 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（

新

規
追

加
）
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

添
付

書
類

三
 

廃
止

措
置

に
伴

う
放

射
線

被
ば

く
の

管
理

に
関

す
る

説
明

書
 

 

１
号

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

期
間

中
に

お
け

る
放

射
線

管
理

の
方

法
及

び
想

定
さ

れ
る

実
効

線
量

の

評
価

結
果

を
示

す
。

 

 １
 

放
射

線
管

理
 

「
五

 
１

 
廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基
づ

き
，

放
射

線
業

務
従

事
者

及
び

周
辺

の
公

衆
の

放
射

線
被

ば
く

を
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
減
す

る
。

 

具
体

的
方

法
に

つ
い

て
は

，
原

子
炉

運
転

中
の

管
理

に
準

じ
て

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
１

）
放

射
線

被
ば

く
を

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
，
「

添
付

書
類

六
 廃

止
措

置
期

間
中

に
機

能
を

維
持

す
べ

き
発

電
用

原
子

炉
施

設
及

び
そ

の
性

能
並

び
に

そ
の

性
能

を
維

持
す

べ
き

期
間

に
関

す
る

説
明

書
」

に
示

す
設

備
に

つ
い

て
維

持
管

理
す

る
。

 

（
２

）
管

理
区

域
を

設
定

し
て

立
入

り
の

制
限

を
行

い
，
外

部
放

射
線

に
係

る
線

量
当

量
，
床

等
の

表
面

汚

染
密

度
及

び
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

を
管

理
す

る
。

 

（
３

）
放

射
線

業
務

従
事

者
に

対
し

て
は

，
線

量
を

測
定

評
価

す
る

。
 

（
４

）
周

辺
監

視
区

域
を

設
定

し
て

，
人

の
立

入
り

を
制

限
す

る
。

 

（
５

）
放

射
性

気
体

廃
棄

物
及

び
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

に
つ

い
て

は
，

放
出

管
理

目
標

値
を

定
め

，

こ
れ

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

 

 １
．

１
 

管
理

区
域

，
保

全
区

域
及

び
周

辺
監

視
区

域
の

設
定

等
 

（
１

）
管

理
区

域
 

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
等

の
場

所
に

お
い

て
，

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

，
表

面
汚

染
密

度
若

し
く

は
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
線

量
告

示
に

定
め

る
管

理
区

域
の

設
定

基
準

値
を

超
え

る
か

，

又
は

超
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
，

管
理

区
域

を
設

定
す

る
。

ま
た

，
管

理
区

域
の

解
除

を
行

う
場

合

は
，

線
量

告
示

に
定

め
る

管
理

区
域

の
設

定
基

準
値

を
超

え
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

な
お

，
管

理
区

域
外

に
お

い
て

一
時

的
に

線
量

告
示

に
定

め
る

管
理

区
域

の
設

定
基

準
値

を
超

え
る

か
，

又
は

超
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
，

そ
の

区
域

を
一

時
管

理
区

域
と

し
て

設
定

す
る

。
 

 

添
付

書
類

三
 

廃
止

措
置

に
伴

う
放

射
線

被
ば

く
の

管
理

に
関

す
る

説
明

書
 

 

１
号

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

期
間

中
に

お
け

る
放

射
線

管
理

の
方

法
及

び
想

定
さ

れ
る

実
効

線
量

の

評
価

結
果

を
示

す
。

 

 １
 

放
射

線
管

理
 

「
五

 １
 廃

止
措

置
の

基
本

方
針

」
に

基
づ

き
，

放
射

線
業

務
従

事
者

及
び

周
辺

の
公

衆
の

放
射

線
被

ば
く

を
合

理
的

に
達

成
可

能
な

限
り

低
減

す
る

。
 

具
体

的
方

法
に

つ
い

て
は

，
原

子
炉

運
転

中
の

管
理

に
準

じ
て

以
下

の
と

お
り

と
す

る
。

 

（
１

）
放

射
線

被
ば

く
を

合
理

的
に

達
成

可
能

な
限

り
低

減
す

る
た

め
，
「

六
 
性

能
維

持
施

設
」
に

示
す

設

備
に

つ
い

て
維

持
管

理
す

る
。

 

 （
２

）
管

理
区

域
を

設
定

し
て

立
入

り
の

制
限

を
行

い
，
外

部
放
射

線
に

係
る

線
量

当
量

，
床

等
の

表
面

汚

染
密

度
及

び
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

を
管

理
す

る
。

 

（
３

）
放

射
線

業
務

従
事

者
に

対
し

て
は

，
線

量
を

測
定

評
価

す
る

。
 

（
４

）
周

辺
監

視
区

域
を

設
定

し
て

，
人

の
立

入
り

を
制

限
す

る
。

 

（
５

）
放

射
性

気
体

廃
棄

物
及

び
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

放
出

に
つ

い
て

は
，

放
出

管
理

目
標

値
を

定
め

，

こ
れ

を
超

え
な

い
よ

う
に

努
め

る
。

 

 １
．

１
 

管
理

区
域

，
保

全
区

域
及

び
周

辺
監

視
区

域
の

設
定

等
 

（
１

）
管

理
区

域
 

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
等

の
場

所
に

お
い

て
，

外
部

放
射

線
に

係
る

線
量

，
表

面
汚

染
密

度
若

し
く

は
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
線

量
告

示
に

定
め

る
管

理
区

域
の

設
定

基
準

値
を

超
え

る
か

，

又
は

超
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
，

管
理

区
域

を
設

定
す

る
。

ま
た

，
管

理
区

域
の

解
除

を
行

う
場

合

は
，

線
量

告
示

に
定

め
る

管
理

区
域

の
設

定
基

準
値

を
超

え
る

お
そ

れ
が

な
い

こ
と

を
確

認
す

る
。

 

な
お

，
管

理
区

域
外

に
お

い
て

一
時

的
に

線
量

告
示

に
定

め
る

管
理

区
域

の
設

定
基

準
値

を
超

え
る

か
，

又
は

超
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
，

そ
の

区
域

を
一

時
管

理
区

域
と

し
て

設
定

す
る

。
 

 

         実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（
「

六
 

性
能

維
持

施

設
」
に

性
能

維

持
施

設
の

維

持
管

理
を

記

載
し

た
こ

と

に
伴

う
変

更
）
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

添
付

書
類

四
 

廃
止

措
置

中
の

過
失

，
機

械
又

は
装

置
の

故
障

，
地

震
，
火

災
等

が
あ

っ
た

場
合

に
発

生
す

る
と

想
定

さ
れ

る
事

故
の

種
類

，
程

度
，

影
響

等
に

関
す

る
説

明
書

 

 ２
 

想
定

す
る

事
故

事
象

 

 （
５

）
動

的
機

器
の

機
能

停
止

 

解
体

工
事

に
お

い
て

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
切

断
等

を
行

う
際

に
，

動
的

機
器

で
あ

る
局

所
排

風
機

が
万

一
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

停
止

し
て

，
拡

散
防

止
措

置
が

損
な

わ
れ

る
こ

と

を
想

定
す

る
。

 

（
６

）
弁

の
誤

開
閉

 

解
体

工
事

に
お

い
て

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
切

断
等

を
行

う
際

に
，

動
的

機
器

で
あ

る
局

所
排

風
機

の
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
弁

が
万

一
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

誤
っ

て
開

放
さ

れ

て
，

拡
散

防
止

措
置

が
損

な
わ

れ
る

こ
と

を
想

定
す

る
。

 

（
７

）
異

常
切

断
 

解
体

工
事

に
お

い
て

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
切

断
等

を
行

う
際

に
，

誤
っ

た
切

断
に

よ
っ

て
，

拡
散

防
止

措
置

が
損

な
わ

れ
る

こ
と

を
想

定
す

る
。

 

（
８

）
外

部
電

源
の

喪
失

 

解
体

工
事

に
お

い
て

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
切

断
等

を
行

う
際

に
，

外
部

電
源

の
喪

失
に

よ
り

局
所

排
風

機
が

停
止

し
て

，
拡

散
防

止
措

置
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
を

想
定

す
る

。
 

（
９

）
自

然
災

害
等

 

想
定

を
超

え
る

自
然

災
害

等
の

事
象

に
つ

い
て

は
，

「
添

付
書

類
六

 
廃

止
措

置
期

間
中

に
機

能
を

維
持

す
べ

き
発

電
用

原
子

炉
施

設
及

び
そ

の
性

能
を

並
び

に
そ

の
性

能
を

維
持

す
べ

き
期

間
に

関
す

る

説
明

書
」

に
示

す
と

お
り

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

か
ら

冷
却

水
が

大
量

に
漏

え
い

し
，

使
用

済
燃

料

貯
蔵

設
備

の
冷

却
機

能
が

喪
失

す
る

事
象

に
お

け
る

影
響

を
確

認
し

て
い

る
。

 

 

上
記

で
抽

出
し

た
事

象
か

ら
，

さ
ら

に
起

因
事

象
ご

と
に

事
故

時
の

大
気

へ
の

放
出

が
最

大
と

な
る

と

考
え

ら
れ

る
事

象
に

つ
い

て
選

定
し

た
上
で

，
類

似
し

た
事

象
を

次
の

と
お

り
整

理
す

る
。

 

 

添
付

書
類

四
 

廃
止

措
置

中
の

過
失

，
機

械
又

は
装

置
の

故
障

，
地

震
，
火

災
等

が
あ

っ
た

場
合

に
発

生
す

る
と

想
定

さ
れ

る
事

故
の

種
類

，
程

度
，

影
響

等
に

関
す

る
説

明
書

 

 ２
 

想
定

す
る

事
故

事
象

 

 （
５

）
動

的
機

器
の

機
能

停
止

 

解
体

工
事

に
お

い
て

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
切

断
等

を
行

う
際

に
，

動
的

機
器

で
あ

る
局

所
排

風
機

が
万

一
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

停
止

し
て

，
拡

散
防

止
措

置
が

損
な

わ
れ

る
こ

と

を
想

定
す

る
。

 

（
６

）
弁

の
誤

開
閉

 

解
体

工
事

に
お

い
て

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
切

断
等

を
行

う
際

に
，

動
的

機
器

で
あ

る
局

所
排

風
機

の
バ

ウ
ン

ダ
リ

を
構

成
す

る
弁

が
万

一
何

ら
か

の
原

因
に

よ
り

誤
っ

て
開

放
さ

れ

て
，

拡
散

防
止

措
置

が
損

な
わ

れ
る

こ
と

を
想

定
す

る
。

 

（
７

）
異

常
切

断
 

解
体

工
事

に
お

い
て

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
切

断
等

を
行

う
際

に
，

誤
っ

た
切

断
に

よ
っ

て
，

拡
散

防
止

措
置

が
損

な
わ

れ
る

こ
と

を
想

定
す

る
。

 

（
８

）
外

部
電

源
の

喪
失

 

解
体

工
事

に
お

い
て

，
核

燃
料

物
質

に
よ

っ
て

汚
染

さ
れ

た
物

の
切

断
等

を
行

う
際

に
，

外
部

電
源

の
喪

失
に

よ
り

局
所

排
風

機
が

停
止

し
て

，
拡

散
防

止
措

置
が

損
な

わ
れ

る
こ

と
を

想
定

す
る

。
 

（
９

）
自

然
災

害
等

 

想
定

を
超

え
る

自
然

災
害

等
の

事
象

に
つ

い
て

は
，

「
添

付
書

類
六

 
性

能
維

持
施

設
及

び
そ

の
性

能
並

び
に

そ
の

性
能

を
維

持
す

べ
き

期
間

に
関

す
る

説
明

書
」

に
示

す
と

お
り

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設

備
か

ら
冷

却
水

が
大

量
に

漏
え

い
し

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

の
冷

却
機

能
が

喪
失

す
る

事
象

に
お

け

る
影

響
を

確
認

し
て

い
る

。
 

 

上
記

で
抽

出
し

た
事

象
か

ら
，

さ
ら

に
起

因
事

象
ご

と
に

事
故

時
の

大
気

へ
の

放
出

が
最

大
と

な
る

と

考
え

ら
れ

る
事

象
に

つ
い

て
選

定
し

た
上

で
，

類
似

し
た

事
象
を

次
の

と
お

り
整

理
す

る
。

 

 

                    実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（

添
付

書
類

六
の

名

称
改

正
に

伴

う
変

更
）
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

添
付

書
類

六
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

機
能

を
維

持
す

べ
き

発
電

用
原

子
炉

施
設

及
び

そ
の

性
能

並
び

に
そ

の
性

能
を

維
持

す
べ

き
期

間
に

関
す

る
説

明
書

 
 １

号
原

子
炉

施
設

の
廃

止
措

置
期

間
中

に
機

能
を

維
持

す
べ

き
設

備
，
機

器
等

は
，「

五
 １

廃
止

措
置

の

基
本

方
針

」
に

基
づ

き
，
周

辺
の

公
衆

及
び
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被
ば

く
低

減
を

図
る

と
と

も
に

，
廃

止

措
置

の
実

施
に

対
す

る
安

全
の

確
保

の
た

め
に

，
必

要
な

期
間

，
必

要
な

機
能

を
維

持
管

理
す

る
。

 
こ

れ
ら

設
備

，
機

器
等

の
機

能
に

つ
い

て
は

，
点

検
等

で
確

認
し

て
い

く
。

 
廃

止
措

置
期

間
中

に
機

能
を

維
持

す
べ

き
設

備
，
機

器
等

の
維

持
管

理
は

，
必

要
な

事
項

を
保

安
規

定
に

定
め

る
。

 
 １

 
維

持
管

理
に

関
す

る
内

容
 

１
号

原
子

炉
施

設
の

廃
止

措
置

期
間

中
に

機
能

を
維

持
す

べ
き

原
子

炉
施

設
に

対
し

，
廃

止
措

置
対

象

施
設

の
う

ち
，

維
持

管
理

対
象

設
備

及
び
維

持
機

能
並

び
に

維
持

期
間

を
表

６
－

１
－

１
に

示
す

。
 

主
な

設
備

，
機

器
等

の
維

持
管

理
の

考
え

方
に

つ
い

て
以

下
に

示
す

。
 

（
１

）
放

射
性

物
質

を
内

包
す

る
系

統
及

び
機

器
を

収
納

す
る

建
屋

及
び

構
築

物
に

つ
い

て
は

，
こ

れ
ら

の

系
統

及
び

機
器

が
撤

去
さ

れ
る

ま
で

の
間

，
放

射
性

物
質

の
漏

え
い

防
止

機
能

及
び

放
射

線
遮

蔽
機

能

を
維

持
管

理
す

る
。

 
（

２
）
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

の
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
に

つ
い

て
は

，
新

燃
料

が
原

子

炉
施

設
か

ら
搬

出
さ

れ
る

ま
で

の
期

間
は

，
燃

料
取

扱
，
臨

界
防

止
及

び
燃

料
落

下
防

止
機

能
を

維
持

管
理

す
る

。
ま

た
，
使

用
済

燃
料

が
原

子
炉

施
設

か
ら

搬
出

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

は
，
燃

料
取

扱
，
臨

界
防

止
，

放
射

線
遮

蔽
，

水
位

の
監

視
，

漏
え

い
の

監
視

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

補
給

及
び

冷
却

・

浄
化

機
能

を
維

持
管

理
す

る
。

 
２

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

の
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施

設
及

び
貯

蔵
施

設
の

う
ち

，
１

号
使

用
済

燃
料

に

係
る

臨
界

防
止

機
能

は
１

号
炉

で
維

持
管

理
し

，
そ

の
他

の
機

能
は

２
号

炉
で

維
持

管
理

す
る

。
 

な
お

，
２

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

の
核

燃
料

物
質

貯
蔵

施
設

（
１

号
炉

使
用

済
燃

料
ラ

ッ
ク

）
は

所
定

の
手

続
き

を
経

た
の

ち
２

号
炉

で
維

持
管

理
す

る
。

 

な
お

，
使

用
済

燃
料

を
使

用
済

燃
料

貯
蔵

設
備

に
貯

蔵
し

て
い

る
間

に
お

い
て

，
使

用
済

燃
料

貯
蔵

施
設

か
ら

冷
却

水
が

大
量

に
漏

え
い

す
る

事
象

等
を

考
慮

し
て

も
，

燃
料

被
覆

管
温

度
の

上
昇

に
よ

る

燃
料

の
健

全
性

に
影

響
は

な
く

，
ま

た
，

臨
界

に
な

ら
な

い
と

評
価

で
き

る
こ

と
か

ら
，

周
辺

公
衆

へ

の
影

響
は

小
さ

い
。

し
た

が
っ

て
，

使
用

済
燃

料
の

著
し

い
損

傷
の

進
行

を
緩

和
し

及
び

臨
界

を
防

止

す
る

た
め

の
重

大
事

故
対

策
設

備
が

不
要

で
あ

る
。

重
大

事
故

対
策

設
備

が
不

要
で

あ
る

こ
と

の
評

価

に
つ

い
て

は
追

補
１

「
１

 
維

持
管

理
に

関
す

る
内

容
」

に
て

補
足

す
る

。
 

（
３

）
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

に
つ

い
て

は
，
放

射
性

気
体

廃
棄

物
及

び
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

処
理

す
る

た
め

，
放

射
性

廃
棄

物
処

理
機

能
を

維
持

管
理

す
る

。
ま

た
，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

保
管

す
る

た
め

，
放

射
性

廃
棄

物
貯

蔵
機

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

（
４

）
放

射
線

管
理

施
設

に
つ

い
て

は
，
原
子

炉
施

設
内

外
の

放
射

線
監

視
，
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
管

添
付

書
類

六
 

性
能

維
持

施
設

及
び

そ
の

性
能

並
び

に
そ

の
性

能
を

維
持

す
べ

き
期

間
に

関
す

る
説

明
書

 
 １

 
概

要
 

廃
止

措
置

の
段

階
に

応
じ

て
性

能
維

持
施

設
に

要
求

さ
れ

る
機

能
を

考
慮

し
た

，
性

能
維

持
施

設
が

維

持
す

べ
き

性
能

及
び

そ
の

性
能

を
維

持
す

べ
き

期
間

に
つ

い
て
示

す
。

 
 ２

 
廃

止
措

置
期

間
中

に
維

持
管

理
す

べ
き

施
設

 
性

能
維

持
施

設
は

，
「

五
 

廃
止

措
置

対
象

施
設

の
う

ち
解

体
の

対
象

と
な

る
施

設
及

び
そ

の
解

体
の

方
法

」
に

基
づ

き
，

周
辺

公
衆

及
び

放
射

線
業

務
従

事
者

の
被

ば
く

の
低

減
を

図
る

と
と

も
に

，
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
の

た
め

の
管

理
，

汚
染

の
除

去
工

事
，

解
体

撤
去

工
事

及
び

核
燃

料
物

質
に

よ
っ

て
汚

染
さ

れ
た

物
の

廃
棄

等
の

各
種

作
業

の
実

施
に

対
す

る
安

全
の

確
保

の
た

め
に

，
必

要
な

期
間

中
に

お
い

て
，

必
要

な
機

能
及

び
性

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

 ３
 

性
能

維
持

施
設

の
機

能
及

び
そ

の
性

能
 

（
１

）
建

屋
・

構
築

物
等

 
廃

止
措

置
で

は
，

放
射

性
物

質
が

管
理

さ
れ

な
い

状
態

で
外

部
へ

漏
え

い
す

る
こ

と
を

防
ぐ

必
要

が
あ

る
た

め
，

放
射

性
物

質
の

外
部

へ
の

「
放

射
性

物
質

漏
え

い
防

止
機

能
」

を
有

す
る

設
備

を
維

持
管

理
す

る
。

 
ま

た
，

廃
止

措
置

で
は

，
周

辺
公

衆
及

び
放

射
線

作
業

従
事

者
の

受
け

る
被

ば
く

を
低

減
す

る
た

め
，

「
放

射
線

遮
蔽

機
能

」
を

有
す

る
設

備
を

維
持

管
理

す
る

。
具

体
的

な
性

能
維

持
施

設
は

，
下

表
の

と
お

り
。

 
 

機
能

 
性

能
維

持
施

設
 

放
射

性
物

質
漏

え
い

防
止

機

能
 

原
子

炉
建

物
 

廃
棄

物
処

理
建

物
 

新
廃

棄
物

処
理

建
物

 

放
射

線
遮

蔽
機

能
 

原
子

炉
容

器
外

側
の

壁
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

外
周

の
壁

 
原

子
炉

建
物

外
壁

 
廃

棄
物

処
理

建
物

 
新

廃
棄

物
処

理
建

物
 

 
な

お
，

廃
止

措
置

段
階

で
は

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

を
用

い
な

く
て

も
環

境
に

与
え

る
影

響
は

小
さ

い
と

評
価

し
て

い
る

た
め

，
原

子
炉

建
物

は
原

子
炉

建
物

通
常

換
気

系
を

用
い

た
「

放
射

性
物

質
漏

え
い

防
止

機
能

」
を

維
持

し
，

非
常

用
ガ

ス
処

理
系

に
よ

る
気

密
性

能
は
維

持
し

な
い

。
 

 

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

理
放

出
及

び
管

理
区

域
内

作
業

に
係

る
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被
ば

く
管

理
の

た
め

に
，
放

射
線

監
視

及
び

放
射

線
管

理
機

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

（
５

）
換

気
系

に
つ

い
て

は
，
放

射
性

廃
棄
物

の
処

理
，
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被
ば

く
低

減
等

を
考

慮
し

て
，
空

気
の

浄
化

が
必

要
な

場
合

及
び

工
事

に
伴

い
気

体
状

の
放

射
性

物
質

が
発

生
す

る
可

能
性

の
あ

る
区

域
で

原
子

炉
施

設
外

へ
の

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
の

防
止

の
た

め
に

必
要

な
場

合
は

，
建

屋

内
の

換
気

機
能

を
維

持
管

理
す

る
。

 
（

６
）

電
源

設
備

に
つ

い
て

は
，

商
用

電
源

が
喪

失
し

た
際

に
原

子
炉

施
設

の
安

全
確

保
上

必
要

な
場

合
，

適
切

な
容

量
を

確
保

し
，

そ
れ

ぞ
れ

の
設

備
に

要
求

さ
れ

る
電

源
供

給
機

能
を

維
持

管
理

す
る

。
 

（
７

）
そ

の
他

の
安

全
確

保
上

必
要

な
設

備
に

つ
い

て
は

，
そ

れ
ぞ

れ
の

設
備

に
要

求
さ

れ
る

機
能

を
維

持

管
理

す
る

。
 

（
８

）
そ

の
他

の
安

全
対

策
と

し
て

以
下

の
措

置
を

講
じ

る
。

 
ａ

．
管

理
区

域
の

区
分

，
立

入
制

限
及

び
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
 

ｂ
．

維
持

管
理

を
行

う
放

射
線

管
理

施
設

を
用

い
て

，
原

子
炉

施
設

か
ら

の
放

出
に

係
る

放
射

線
モ

ニ

タ
リ

ン
グ

及
び

周
辺

環
境

に
対

す
る

放
射

線
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
を

行
う

。
 

ｃ
．

原
子

炉
施

設
へ

の
第

三
者

の
不

法
な

接
近

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
。

 
ｄ

．
消

火
装

置
に

つ
い

て
は

，
必

要
な

機
能

を
維

持
管

理
す

る
。

ま
た

，
火

災
防

護
の

た
め

に
必

要
な

措
置

を
実

施
す

る
。

 
 ２

 
そ

の
他

 
廃

止
措

置
対

象
施

設
を

活
用

し
，

廃
止

措
置

に
必

要
な

項
目

以
外

の
調

査
・

研
究

等
で

，
例

え
ば

解
体

対
象

施
設

か
ら

試
料

採
取

を
実

施
す

る
場

合
は

，
事

前
に

廃
止

措
置

対
象

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

維
持

す
べ

き
機

能
等

に
影

響
を

与
え

な
い
こ

と
を

確
認

し
た

上
で

実
施

す
る

。
 

 

建
屋

・
構

築
物

等
の

性
能

は
，

以
下

の
と

お
り

。
 

 
原

子
炉

建
物

，
廃

棄
物

処
理

建
物

，
及

び
新

廃
棄

物
処

理
建
物

は
，
外

部
へ

放
射

性
物

質
が

漏
え

い
す

る
よ

う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 

原
子

炉
容

器
外

側
の

壁
，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
外

周
の

壁
，
原

子
炉

建
物

外
壁

，
廃

棄
物

処
理

建
物

，
及

び

新
廃

棄
物

処
理

建
物

は
，

放
射

線
障

害
の

防
止

に
影

響
す

る
よ

う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 （

２
）

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

 
ａ

．
核

燃
料

物
質

取
扱

設
備

 
廃

止
措

置
で

は
，

燃
料

集
合

体
を

運
搬

又
は

搬
出

の
際

に
取

り
扱

う
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

，
「

燃

料
取

扱
機

能
」
，
「

臨
界

防
止

機
能

」
，
「

燃
料

落
下

防
止

機
能

」
を

有
す

る
設

備
を

維
持

管
理

す
る

。

具
体

的
な

性
能

維
持

施
設

は
，

下
表

の
と

お
り

。
 

 
機

能
 

性
能

維
持

施
設

 
燃

料
取

扱
機

能
 

臨
界

防
止

機
能

 
燃

料
落

下
防

止
機

能
 

燃
料

取
扱

装
置

（
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

）
 

原
子

炉
建

物
ク

レ
ー

ン
（

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
）

 

燃
料

取
扱

機
能

 
キ

ャ
ス

ク
除

染
設

備
（
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

）
 

 
な

お
，

廃
止

措
置

段
階

で
は

炉
心

－
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
間

の
燃

料
移

送
機

能
は

必
要

な
い

た
め

，

維
持

し
な

い
。

 
 

核
燃

料
物

質
取

扱
設

備
の

性
能

は
，

以
下

の
と

お
り

。
 

 
燃

料
取

扱
装

置
（

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
）
は

，
新

燃
料

又
は

使
用

済
燃

料
を

取
扱

い
中

，
動

力
電

源
及

び
空

気
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

新
燃

料
又

は
使

用
済

燃
料

が
停

止
し

た
位

置
に

て
保

持
さ

れ

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。
ま

た
，
取

扱
い

中
に

新
燃

料
及

び
使

用
済

燃
料

が
破

損
し

な
い

よ
う

正
常

に

動
作

す
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 

原
子

炉
建

物
ク

レ
ー

ン
（

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
）
は

，
新

燃
料

を
取

扱
い

中
，
動

力
電

源
が

喪
失

し
た

場
合

に
新

燃
料

が
停

止
し

た
位

置
に

て
保

持
さ

れ
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。
ま

た
，
取

扱
い

中
に

新
燃

料
等

が
破

損
し

な
い

よ
う

正
常

に
動

作
す

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
キ

ャ
ス

ク
除

染
設

備
（

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
）
は

，
キ

ャ
ス

ク
の

除
染

に
影

響
す

る
よ

う
な

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 
ｂ

．
核

燃
料

物
質

貯
蔵

設
備

 
廃

止
措

置
で

は
，
燃

料
集

合
体

を
運

搬
又

は
搬

出
す

る
ま

で
貯

蔵
す

る
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

，「
臨

界
防

止
機

能
」
，
「

放
射

線
遮

蔽
機

能
」
，
「

水
位

の
監

視
機

能
」
，
「

漏
え

い
の

監
視

機
能

」
，
「

浄
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

化
機

能
」

及
び

「
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

補
給

機
能

」
を

有
す

る
設

備
を

維
持

管
理

す
る

。
具

体
的

な

性
能

維
持

施
設

は
，

下
表

の
と

お
り

。
 

 
機

能
 

性
能

維
持

施
設

 

臨
界

防
止

機
能

 
新

燃
料

貯
蔵

設
備

 
１

号
炉

使
用

済
燃

料
ラ

ッ
ク

（
２

号
炉

原
子

炉
建

屋

内
）

 
臨

界
防

止
機

能
 

放
射

線
遮

蔽
機

能
 

水
位

の
監

視
機

能
 

漏
え

い
の

監
視

機
能

 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
水

補
給

機
能

 
浄

化
機

能
 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

（
１

号
炉

原
子

炉
建

物
内

）
 

水
位

警
報

装
置

 
漏

水
検

知
装

置
 

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
系

 

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
補

給

機
能

 
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

 

 
な

お
，

使
用

済
燃

料
を

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備
に

貯
蔵

し
て

い
る

間
に

お
い

て
，

使
用

済
燃

料
貯

蔵

施
設

か
ら

冷
却

水
が

大
量

に
漏

え
い

す
る

事
象

等
を

考
慮

し
て

も
，

燃
料

被
覆

管
温

度
の

上
昇

に
よ

る

燃
料

の
健

全
性

に
影

響
は

な
く

，
ま

た
，

臨
界

に
な

ら
な

い
と

評
価

で
き

る
こ

と
か

ら
，

周
辺

公
衆

へ

の
影

響
は

小
さ

い
。

し
た

が
っ

て
，

使
用

済
燃

料
の

著
し

い
損

傷
の

進
行

を
緩

和
し

，
及

び
臨

界
を

防

止
す

る
た

め
の

重
大

事
故

等
対

処
設

備
は

不
要

で
あ

る
。

重
大

事
故

等
対

処
設

備
が

不
要

で
あ

る
こ

と

の
評

価
に

つ
い

て
は

，
添

付
書

類
六

 
追

補
１

に
て

補
足

す
る

。
 

 
核

燃
料

物
質

貯
蔵

設
備

の
性

能
は

，
以

下
の

と
お

り
。

 
 

新
燃

料
貯

蔵
設

備
は

，
新

燃
料

が
臨

界
に

達
す

る
よ

う
な

変
形

等
の

有
意

な
損

傷
が

な
い

状
態

で

あ
る

こ
と

。
 

 
１

号
炉

使
用

済
燃

料
ラ

ッ
ク
（

２
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
）
は

，
使

用
済

燃
料

が
臨

界
に

達
す

る
よ

う

な
変

形
等

の
有

意
な

損
傷

が
な

い
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
（

１
号

炉
原

子
炉

建
物

内
）
は

，
新

燃
料

及
び

使
用

済
燃

料
が

臨
界

に
達

す
る

よ
う

な
変

形
等

の
有

意
な

損
傷

が
な

い
状

態
で

あ
る

こ
と

。
新

燃
料

及
び

使
用

済
燃

料
等

の
放

射

線
を

遮
蔽

す
る

た
め

に
必

要
な

量
の

水
が

維
持

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
水

位
警

報
装

置
は

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
の

水
位

が
計

測
で

き
，
水

位
低

の
警

報
が

発
信

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
漏

水
検

知
装

置
は

，
使

用
済

燃
料

プ
ー

ル
ラ

イ
ナ

ー
の

漏
え

い
が

検
知

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。 
 

燃
料

プ
ー

ル
冷

却
系

は
，

使
用

済
燃

料
の

被
覆

が
著

し
く

腐
食

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

に
使

用

         使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更
（

F
PC

系
冷

却
機

能
の

削

除
）
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

済
燃

料
プ

ー
ル

水
を

浄
化

フ
ィ

ル
タ

に
通

水
で

き
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
は

，
内

包
す

る
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

す
る

よ
う

な
き

裂
，
変

形
等

の
有

意
な

欠

陥
が

な
い

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 （

３
）

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
 

ａ
．

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

 
廃

止
措

置
で

は
，

放
射

性
気

体
廃

棄
物

を
処

理
す

る
こ

と
か

ら
，

「
放

射
性

廃
棄

物
処

理
機

能
」

を

有
す

る
設

備
を

維
持

管
理

す
る

。
具

体
的

な
性

能
維

持
施

設
は

，
下

表
の

と
お

り
。

 
 

機
能

 
性

能
維

持
施

設
 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

機
能

 
排

気
筒

（
排

気
口

）
 

 
な

お
，

排
気

筒
は

原
子

炉
本

体
等

解
体

期
間

中
に

解
体

す
る

た
め

，
排

気
筒

を
解

体
し

た
以

降
は

，

放
射

性
気

体
廃

棄
物

は
排

気
口

か
ら

大
気

へ
管

理
放

出
す

る
。

 
 

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

の
性

能
は

，
以

下
の

と
お

り
。

 
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

の
放

出
に

影
響

す
る

よ
う

な
有

意
な

損
傷

が
な

い
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
ｂ

．
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

発
生

す
る

放
射

性
液

体
廃

棄
物

は
，

廃
液

の
性

状
に

応
じ

た
設

備
で

処
理

し
，

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
低

減
し

て
環

境
へ

放
出

す
る

こ
と

か
ら

，
性

状
に

応
じ

た
「

放
射

性
廃

棄
物

処

理
機

能
」

を
有

す
る

設
備

を
維

持
管

理
す

る
。

具
体

的
な

性
能

維
持

施
設

は
，

下
表

の
と

お
り

。
 

 
機

能
 

性
能

維
持

施
設

 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

機
能

 

機
器

ド
レ

ン
系

 

機
器

ド
レ

ン
収

集
タ

ン
ク

 
電

磁
ろ

過
器

供
給

タ
ン

ク
 

超
ろ

過
器

供
給

タ
ン

ク
 

処
理

水
タ

ン
ク

 
機

器
ド

レ
ン

サ
ン

プ
ル

タ
ン

ク
 

ろ
過

装
置

 
脱

塩
器

 

床
ド

レ
ン

系
 

床
ド

レ
ン

収
集

タ
ン

ク
 

床
ド

レ
ン

受
タ

ン
ク

 
復

水
受

タ
ン

ク
 

床
ド

レ
ン

サ
ン

プ
ル

タ
ン

ク
 

蒸
発

濃
縮

装
置
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

脱
塩

器
 

再
生

廃
液

系
 

廃
液

中
和

タ
ン

ク
 

中
和

廃
液

タ
ン

ク
 

蒸
発

濃
縮

装
置

 

ク
ラ

ッ
ド

ス
ラ

リ
系

 
ク

ラ
ッ

ド
ス

ラ
リ

ド
レ

ン
タ

ン

ク
 

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

系
 

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

ド
レ

ン
タ

ン
ク

 
 

液
体

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

の
性

能
は

，
以

下
の

と
お

り
。

 
 

各
タ

ン
ク

は
，
内

包
す

る
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

す
る

よ
う

な
き

裂
，
変

形
等

の
有

意
な

欠
陥

が
な

い
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
ろ

過
装

置
，
脱

塩
器

，
及

び
蒸

発
濃

縮
装

置
は

，
放

射
性

液
体

廃
棄

物
を

処
理

す
る

能
力

を
有

す
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 
ｃ

．
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
 

廃
止

措
置

で
は

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

処
理

・
貯

蔵
す

る
こ

と
か

ら
，

「
放

射
性

廃
棄

物
処

理
・

貯
蔵

機
能

」
を

有
す

る
設

備
を

維
持

管
理

す
る

。
具

体
的

な
性

能
維

持
施

設
は

，
下

表
の

と
お

り
。

 
 

機
能

 
性

能
維

持
施

設
 

放
射

性
廃

棄
物

貯
蔵

機
能

 

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

貯
蔵

タ
ン

ク
 

使
用

済
樹

脂
貯

蔵
タ

ン
ク

 
復

水
脱

塩
装

置
使

用
済
樹

脂
受

タ
ン

ク
 

濃
縮

廃
液

貯
蔵

タ
ン

ク
 

ク
ラ

ッ
ド

ス
ラ

リ
貯

蔵
タ

ン
ク

 
サ

イ
ト

バ
ン

カ
 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

機
能

 
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
固

化
装
置

 
 

固
体

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

の
性

能
は

，
以

下
の

と
お

り
。

 
 

各
タ

ン
ク

及
び

サ
イ

ト
バ

ン
カ

は
，
内

包
す

る
放

射
性

物
質

が
漏

え
い

す
る

よ
う

な
き

裂
，
変

形
等

の
有

意
な

欠
陥

が
な

い
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
固

化
装

置
は

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

処
理

す
る

能
力

を
有

す
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 （

４
）

放
射

線
管

理
施

設
 

ａ
．

原
子

炉
施

設
内

外
の

放
射

線
監

視
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

廃
止

措
置

で
は

，
原

子
炉

施
設

の
放

射
線

を
管

理
す

る
必

要
が

あ
る

た
め

，
原

子
炉

施
設

の
放

射
線

を
監

視
す

る
「

放
射

線
監

視
機

能
」

を
有

す
る

設
備

を
維

持
管

理
す

る
。

 
（

ａ
）

固
定

エ
リ

ア
・

モ
ニ

タ
 

固
定

エ
リ

ア
・

モ
ニ

タ
に

つ
い

て
は

，
「

原
子

力
発

電
所

放
射

線
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
指

針
（

Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｇ

46
06

-2
00

3）
」

で
示

さ
れ

た
以

下
の

3
つ

の
観

点
か

ら
選

定
し

た
固

定
エ

リ
ア

・
モ

ニ
タ

を
維

持
管

理
す

る
。

具
体

的
な

性
能

維
持

施
設

は
，

下
表

の
と

お
り

。
 

 
機

能
 

性
能

維
持

施
設

 
Ｊ

Ｅ
Ａ

Ｇ
46

06
-

20
03

 

放
射

線
監

視
機

能
 

燃
料

取
替

床
ヘ

ッ
ド

エ
リ

ア

（
高

レ
ン

ジ
，

低
レ

ン
ジ

）
 

燃
料

取
替

床
南

側
ア

ク
セ

ス
 

新
燃

料
貯

蔵
エ

リ
ア

 
地

下
階

段
廻

り
エ

リ
ア

 
高

電
導

度
ド

レ
ン

サ
ン

プ
エ

リ

ア
 

床
・

機
器

ド
レ

ン
サ

ン
プ

エ
リ

ア
 

ド
ラ

ム
除

染
エ

リ
ア

 
サ

イ
ト

バ
ン

カ
ー

作
業
エ

リ
ア

 
排

ガ
ス

減
衰

タ
ン

ク
ア
ク

セ
ス

 
ド

ラ
ム

搬
出

口
 

フ
ィ

ル
タ

ポ
ン

プ
室

 
サ

ン
プ

室
 

サ
ン

プ
ル

タ
ン

ク
室

 

変
動

 

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

固
化

操
作

エ
リ

ア
 

廃
棄

物
処

理
制

御
室

 

人
が

駐
在

 

燃
料

冷
却

池
ポ

ン
プ

室
 

補
機

冷
却

水
熱

交
エ

リ
ア

 
電

磁
ろ

過
器

バ
ル

ブ
室
入

口
 

廃
棄

物
貯

蔵
室

 

作
業

等
の

立
ち

入

り
 

 
固

定
エ

リ
ア

・
モ

ニ
タ

の
性

能
は

，
以

下
の

と
お

り
。

 
 

線
量

当
量

率
を

測
定

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。
警

報
設

定
値

に
お

い
て

警
報

が
発

信
で

き
る

状

態
で

あ
る

こ
と

。
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

 
（

ｂ
）

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
 

原
子

炉
を

運
転

し
な

い
こ

と
に

よ
っ

て
環

境
へ

の
放

出
管

理
に

係
ら

な
い

プ
ロ

セ
ス

モ
ニ

タ
は

不
要

と
な

る
た

め
，

維
持

が
必

要
な

設
備

は
な

い
。

 
 
ｂ

．
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
放

出
管

理
 

廃
止

措
置

で
は

，
放

射
性

気
体

廃
棄

物
及

び
放

射
性

液
体

廃
棄

物
の

処
理

水
を

環
境

へ
放

出
す

る
こ

と
か

ら
，

「
放

射
線

監
視

機
能

」
及

び
「

管
理

放
出

機
能

」
を

有
す

る
設

備
を

維
持

管
理

す
る

。
具

体

的
な

性
能

維
持

施
設

は
，

下
表

の
と

お
り

。
 

 
機

能
 

性
能

維
持

施
設

 

放
射

線
監

視
機

能
 

管
理

放
出

機
能

 

排
気

筒
モ

ニ
タ

 
補

機
冷

却
海

水
系

モ
ニ
タ

 
排

水
の

サ
ン

プ
リ

ン
グ
・

モ
ニ

タ
設

備
 

 
環

境
へ

の
放

射
性

物
質

の
放

出
管

理
の

設
備

の
性

能
は

，
以

下
の

と
お

り
。

 
 

排
気

筒
モ

ニ
タ

及
び

補
機

冷
却

海
水

系
モ

ニ
タ

は
，

放
射

性
物

質
の

濃
度

を
測

定
で

き
る

状
態

で

あ
る

こ
と

。
警

報
設

定
値

に
お

い
て

警
報

が
発

信
で

き
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 

排
水

の
サ

ン
プ

リ
ン

グ
・

モ
ニ

タ
設

備
は

，
放

射
性

物
質

の
濃

度
を

測
定

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ

と
。

 
 
ｃ

．
管

理
区

域
内

作
業

に
係

る
放

射
線

業
務

従
事

者
の

被
ば

く
管

理
 

廃
止

措
置

で
は

，
管

理
区

域
内

で
作

業
を

行
う

た
め

，
「

放
射

線
監

視
機

能
」

を
有

す
る

設
備

を
維

持
管

理
す

る
。

具
体

的
な

性
能

維
持

施
設

は
，

以
下

の
と

お
り

。
 

 
機

能
 

性
能

維
持

施
設

 
放

射
線

監
視

機
能

 
半

固
定

放
射

線
検

出
器

 
 

管
理

区
域

内
作

業
に

係
る

放
射

線
業

務
従

事
者

の
被

ば
く

管
理

の
設

備
の

性
能

は
，
以

下
の

と
お

り
。 

 
汚

染
の

管
理

が
で

き
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 （

５
）

解
体

中
に

必
要

な
そ

の
他

の
施

設
 

ａ
．

換
気

系
 

廃
止

措
置

で
は

，
燃

料
集

合
体

の
貯

蔵
管

理
，

運
搬

及
び

搬
出

作
業

，
施

設
内

で
発

生
す

る
放

射
性

廃
棄

物
の

処
理

，
並

び
に

放
射

性
粉

じ
ん

の
発

生
の

可
能

性
が

あ
る

解
体

作
業

等
に

お
い

て
，

空
気

浄

化
が

必
要

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
，

「
換

気
機

能
」

を
有

す
る

設
備

を
維

持
管

理
す

る
。

具
体

的
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

な
性

能
維

持
施

設
は

，
下

表
の

と
お

り
。

 
 

機
能

 
性

能
維

持
施

設
 

換
気

機
能

 

原
子

炉
建

物
通

常
用

換
気

系
 

タ
ー

ビ
ン

建
物

換
気

系
 

サ
ー

ビ
ス

建
物

換
気

系
 

廃
棄

物
処

理
建

物
換

気
系

 
 

換
気

系
の

性
能

は
，

以
下

の
と

お
り

。
 

 
放

射
線

障
害

を
防

止
す

る
た

め
に

必
要

な
換

気
が

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
ｂ

．
非

常
用

電
源

設
備

 
解

体
中

の
原

子
炉

施
設

の
安

全
確

保
上

，
商

用
電

源
が

喪
失

し
た

際
に

必
要

と
な

る
性

能
維

持
施

設

に
対

し
て

「
電

源
供

給
機

能
」

を
有

す
る

設
備

を
維

持
す

る
。

具
体

的
な

性
能

維
持

施
設

は
，

下
表

の

と
お

り
。

 
 

機
能

 
性

能
維

持
施

設
 

電
源

供
給

機
能

 
蓄

電
池

 
 

非
常

用
電

源
設

備
の

性
能

は
，

以
下

の
と

お
り

。
 

 
直

流
電

源
母

線
に

接
続

し
て

い
る

性
能

維
持

施
設

へ
電

源
を

供
給

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 
ｃ

．
そ

の
他

の
安

全
確

保
上

必
要

な
設

備
 

商
用

電
源

の
喪

失
時

に
お

い
て

も
作

業
者

が
廃

止
措

置
対

象
施

設
内

か
ら

安
全

に
避

難
で

き
る

よ
う

「
照

明
機

能
」

を
有

す
る

設
備

を
維

持
管

理
す

る
。

具
体

的
な

性
能

維
持

施
設

は
，

下
表

の
と

お
り

。
 

 
機

能
 

性
能

維
持

施
設

 
照

明
機

能
 

非
常

用
照

明
 

 
そ

の
他

の
安

全
確

保
上

必
要

な
設

備
の

性
能

は
，

以
下

の
と

お
り

。
 

 
非

常
用

照
明

が
点

灯
で

き
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 
 （

６
）

検
査

・
校

正
 

性
能

維
持

施
設

に
対

す
る

検
査

・
校

正
に

つ
い

て
は

，
保

安
規

定
に

管
理

の
方

法
を

定
め

，
実

施
す

る
。

 
 

        使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更
（

F
PC

系
冷

却
機

能
削

除

に
伴

う
デ

ィ

ー
ゼ

ル
発

電

機
の

削
除

）
 

  使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更
（

F
PC

系
冷

却
機

能
削

除

に
伴

う
原

子

炉
補

機
冷

却

系
の

削
除

）
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 

（
７

）
そ

の
他

の
安

全
対

策
 

ａ
．

管
理

区
域

の
区

分
，

立
入

制
限

及
び

保
安

の
た

め
に

必
要
な

措
置

 
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

等
の

場
所

に
お

い
て

，
外

部
放

射
線

に
係

る
線

量
，

表
面

汚
染

密
度

若

し
く

は
空

気
中

の
放

射
性

物
質

濃
度

が
線

量
告

示
に

定
め

る
管

理
区

域
の

設
定

基
準

値
を

超
え

る
か

，

又
は

超
え

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
，

管
理

区
域

を
設

定
す

る
。

管
理

区
域

は
壁

，
柵

等
の

区
画

物
に

よ

っ
て

区
画

す
る

ほ
か

，
標

識
を

設
け

る
こ

と
に

よ
っ

て
明

ら
か

に
他

の
場

所
と

区
別

し
，

か
つ

，
放

射

線
等

の
危

険
性

の
程

度
に

応
じ

て
人

の
立

入
制

限
，

鍵
の

管
理

等
の

措
置

を
講

じ
る

。
こ

れ
ら

管
理

区

域
の

区
分

，
立

入
制

限
及

び
保

安
の

た
め

に
必

要
な

措
置

に
つ

い
て

は
，

原
子

炉
運

転
中

と
同

様
に

，

保
安

規
定

に
定

め
，

実
施

す
る

。
 

 
ｂ

．
原

子
炉

施
設

か
ら

の
放

出
管

理
に

係
る

放
射

線
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
及

び
周

辺
環

境
に

対
す

る
放

射
線

モ

ニ
タ

リ
ン

グ
 

放
射

性
気

体
廃

棄
物

及
び

放
射

性
液

体
廃

棄
物

の
放

出
に

当
た

っ
て

は
，

周
辺

監
視

区
域

外
の

空
気

中
及

び
水

中
の

放
射

性
物

質
濃

度
が

線
量

告
示

に
定

め
る

値
を

超
え

な
い

よ
う

に
管

理
す

る
。

ま
た

，

放
出

さ
れ

る
放

射
性

物
質

に
つ

い
て

放
出

管
理

目
標

値
を

定
め

る
と

と
も

に
，

放
射

性
物

質
濃

度
の

測

定
を

行
い

，
こ

れ
を

超
え

な
い

よ
う

に
努

め
る

。
放

射
性

廃
棄

物
の

放
出

に
当

た
っ

て
は

，
異

常
が

な

い
こ

と
の

確
認

に
資

す
る

た
め

，
周

辺
監

視
区

域
境

界
付

近
及

び
周

辺
地

域
の

放
射

線
監

視
を

行
う

。

こ
れ

ら
廃

止
措

置
期

間
中

の
原

子
炉

施
設

か
ら

の
放

出
管

理
に

係
る

放
射

線
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
及

び
周

辺

環
境

に
対

す
る

放
射

線
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

つ
い

て
は

，
原

子
炉

運
転

中
と

同
様

に
，
保

安
規

定
に

定
め

，

実
施

す
る

。
 

 
ｃ

．
原

子
炉

施
設

へ
の

第
三

者
の

不
法

な
接

近
を

防
止

す
る

措
置

 
原

子
炉

施
設

へ
の

第
三

者
の

不
法

な
接

近
を

防
止

す
る

た
め

，
境

界
に

柵
又

は
標

識
を

設
け

る
等

の

方
法

に
よ

っ
て

原
子

炉
施

設
へ

の
第

三
者

の
不

法
な

接
近

を
防

止
す

る
措

置
を

講
じ

る
。

 
 
ｄ

．
火

災
防

護
 

廃
止

措
置

で
は

，
火

気
作

業
や

可
燃

物
を

取
り

扱
う

こ
と

か
ら

，
「

消
火

機
能

」
を

有
す

る
設

備
を

維
持

管
理

す
る

。
具

体
的

な
性

能
維

持
施

設
は

，
下

表
の

と
お

り
。

 
 

機
能

 
性

能
維

持
施

設
 

消
火

機
能

 

消
火

栓
 

消
火

配
管

 
デ

ィ
ー

ゼ
ル

駆
動

の
消
火

ポ
ン

プ
 

移
動

型
の

Ｃ
Ｏ

２
消

火
設

備
 

 
な

お
，

可
燃

性
物

質
が

保
管

さ
れ

る
場

所
に

あ
っ

て
は

，
火

災
が

生
ず

る
こ

と
の

な
い

よ
う

適
切

な
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

防
護

措
置

を
講

じ
る

こ
と

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

た
め

，
火

災
防

護
の

た
め

の
措

置
を

定
め

，

実
施

す
る

。
 

 
火

災
防

護
の

設
備

の
性

能
は

，
以

下
の

と
お

り
。

 
 

消
火

栓
，

噴
射

ヘ
ッ

ド
か

ら
放

水
，

放
出

で
き

る
状

態
で

あ
る

こ
と

。
 

 ４
 

性
能

維
持

施
設

の
維

持
期

間
 

廃
止

措
置

の
進

捗
に

よ
り

性
能

維
持

施
設

は
段

階
的

に
縮

小
さ

れ
て

い
く

。
こ

の
た

め
性

能
維

持
施

設

に
要

求
さ

れ
る

機
能

に
対

し
て

，
機

能
及

び
性

能
を

維
持

す
べ

き
期

間
を

，
廃

止
措

置
期

間
全

体
を

見
通

し
，

設
備

ご
と

に
定

め
る

。
 

（
１

）
建

屋
・

構
築

物
等

 
原

子
炉

建
物

，
廃

棄
物

処
理

建
物

及
び

新
廃

棄
物

処
理

建
物

の
「

放
射

性
物

質
漏

え
い

防
止

機
能

」

及
び

性
能

は
，

管
理

区
域

解
除

ま
で

維
持

管
理

す
る

。
 

原
子

炉
容

器
外

側
の

壁
，
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
外

周
の

壁
及

び
原

子
炉

建
物

外
壁

の
「

放
射

線
遮

蔽
機

能
」

及
び

性
能

は
，

放
射

能
レ

ベ
ル

が
高

い
物

（
炉

心
支

持
構

造
物

）
の

搬
出

完
了

ま
で

維
持

管
理

す
る

。
 

廃
棄

物
処

理
建

物
及

び
新

廃
棄

物
処

理
建

物
の

「
放

射
線

遮
蔽

機
能

」
及

び
性

能
は

，
管

理
区

域
解

除
ま

で
維

持
管

理
す

る
。

 
 
（

２
）

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

 
ａ

．
核

燃
料

物
質

取
扱

設
備

 
核

燃
料

物
質

取
扱

施
設

の
「

燃
料

取
扱

機
能

」
及

び
性

能
，
「

臨
界

防
止

機
能

」
及

び
性

能
，
並

び

に
「

燃
料

落
下

防
止

機
能

」
及

び
性

能
は

，
取

扱
対

象
で

あ
る

１
号

炉
の

新
燃

料
及

び
使

用
済

燃
料

の

運
搬

又
は

搬
出

が
完

了
す

る
ま

で
維

持
す

る
。

 
 

ｂ
．

核
燃

料
物

質
貯

蔵
設

備
 

核
燃

料
物

質
貯

蔵
施

設
の

う
ち

，
１

号
炉

に
貯

蔵
し

て
あ

る
使

用
済

燃
料

の
貯

蔵
に

必
要

な
「

臨

界
防

止
機

能
」
及

び
性

能
，
「

浄
化

機
能

」
及

び
性

能
，
「

使
用

済
燃

料
プ

ー
ル

水
補

給
機

能
」
及

び

性
能

，
「

水
位

の
監

視
機

能
」
及

び
性

能
，
「

漏
え

い
の

監
視

機
能

」
及

び
性

能
，
並

び
に
「

放
射

線

遮
蔽

機
能

」
及

び
性

能
は

，
貯

蔵
対

象
で

あ
る

使
用

済
燃

料
の

運
搬

が
完

了
す

る
ま

で
維

持
す

る
。
ま

た
，
新

燃
料

の
貯

蔵
に

必
要

な
「

臨
界

防
止

機
能

」
及

び
性

能
は

，
新

燃
料

の
搬

出
が

完
了

す
る

ま
で

維
持

す
る

。
 

２
号

炉
に

貯
蔵

し
て

あ
る

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

に
必

要
な
「

臨
界

防
止

機
能

」
及

び
性

能
は

，
貯

蔵

対
象

で
あ

る
使

用
済

燃
料

の
搬

出
が

完
了

す
る

ま
で

維
持

す
る

。
 

 
（

３
）

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
 

ａ
．

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

 

                         使
用

済
燃

料

の
崩

壊
熱

減

少
に

伴
う

維

持
機

能
の

変

更
（

F
PC

系
冷

却
機

能
の

削

除
）
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

の
「

放
射

性
廃

棄
物

処
理

機
能
」
及

び
性

能
は

，
管

理
区

域
解

除
ま

で
維

持
管

理
す

る
。

 
 

ｂ
．

液
体

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

 
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
の

「
放

射
性

廃
棄

物
処

理
機

能
」

及
び

性
能

は
，

放
射

性
液

体
廃

棄
物

（
機

器
ド

レ
ン

廃
液

，
床

ド
レ

ン
廃

液
，
再

生
廃

液
，
ク

ラ
ッ

ド
ス

ラ
リ

廃
液

，
フ

ィ
ル

タ
ス

ラ
ッ

ジ

廃
液

）
の

処
理

が
完

了
す

る
ま

で
維

持
管

理
す

る
。

 
 

ｃ
．

固
体

廃
棄

物
の

廃
棄

設
備

 
固

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
の

う
ち

，
「

放
射

性
廃

棄
物

処
理

機
能

」
及

び
性

能
は

，
濃

縮
廃

液
処

理

完
了

ま
で

維
持

管
理

す
る

。
「

放
射

性
廃

棄
物

貯
蔵

機
能

」
及

び
性

能
は

，
貯

蔵
し

て
い

る
固

体
廃

棄

物
の

抜
出

完
了

ま
で

維
持

管
理

す
る

。
 

 
（

４
）

放
射

線
管

理
施

設
 

放
射

線
管

理
施

設
の
「

放
射

線
監

視
機

能
」
及

び
性

能
，
並

び
に
「

管
理

放
出

機
能

」
及

び
性

能
は

，

そ
れ

ぞ
れ

の
関

連
す

る
設

備
の

供
用

が
終

了
す

る
ま

で
維

持
管

理
す

る
。

 
 
（

５
）

解
体

中
に

必
要

な
そ

の
他

の
施

設
 

ａ
．

換
気

系
 

換
気

系
の

う
ち

，
原

子
炉

建
物

通
常

用
換

気
系

の
「

換
気

機
能

」
及

び
性

能
は

，
関

連
す

る
設

備
の

供
用

の
終

了
ま

で
維

持
管

理
す

る
。

 
タ

ー
ビ

ン
建

物
換

気
系

，
サ

ー
ビ

ス
建

物
換

気
系

，
及

び
廃

棄
物

処
理

建
物

換
気

系
の

「
換

気
機

能
」

及
び

性
能

は
，

管
理

区
域

解
除

ま
で

維
持

管
理

す
る

。
 

 
ｂ

．
非

常
用

電
源

設
備

 
非

常
用

電
源

設
備

の
「

電
源

供
給

機
能

」
及

び
性

能
は

，
使

用
済

燃
料

運
搬

完
了

ま
で

維
持

す
る

。 
 

ｃ
．

そ
の

他
安

全
上

必
要

な
設

備
 

非
常

用
照

明
の

「
照

明
機

能
」

及
び

性
能

は
，

関
連

す
る

設
備

の
供

用
の

終
了

ま
で

維
持

す
る

。
 

 
（

６
）

火
災

防
護

 
消

火
装

置
の

「
消

火
機

能
」

及
び

性
能

は
，

関
連

す
る

設
備

の
供

用
の

終
了

ま
で

維
持

す
る

。
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

追
補

（
添

付
書

類
六

）
 

 目
次

 
 追

補
１

 
「

１
 

維
持

管
理

に
関

す
る

内
容

」
の

追
補

 
   追

補
１

 
「

１
 

維
持

管
理

に
関

す
る

内
容

」
の

追
補

 
 添

付
書

類
六

 
「

１
 

維
持

管
理

に
関

す
る

内
容

」
の

記
述

に
次

の
と

お
り

追
補

す
る

。
 

 

追
補

（
添

付
書

類
六

）
 

 目
次

 
 追

補
１

 
「

３
 

性
能

維
持

施
設

の
機

能
及

び
そ

の
性

能
」

の
追

補
 

   追
補

１
 

「
３

 
性

能
維

持
施

設
の

機
能

及
び

そ
の

性
能

」
の

追
補

 
 添

付
書

類
六

 
「

３
 

性
能

維
持

施
設

の
機

能
及

び
そ

の
性

能
」

の
記

述
に

次
の

と
お

り
追

補
す

る
。

 
 

構
成

の
変

更

に
伴

う
記

載

の
修

正
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

添
付

書
類

八
 

廃
止

措
置

の
実

施
体

制
に

関
す

る
説

明
書

 
 １

 
廃

止
措

置
の

実
施

体
制

 

１
号

炉
の

廃
止

措
置

の
実

施
体

制
に

つ
い

て
は

，
原

子
炉

等
規

制
法

第
43

条
の

3
の

24
及

び
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
3
項

に
基

づ
き

，
保

安
規

定
に

お
い

て
保

安
管

理
体

制
を

定
め

，
本

店
及

び
敦

賀
発

電
所

の
組

織
に

お
い

て
廃

止
措

置
の

業
務

に
係
る

各
職

位
と

そ
の

職
務

内
容

を
記

載
し

，
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

分

担
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
，

保
安

管
理
上

重
要

な
事

項
を

審
議

す
る

た
め

の
委

員
会

の
設

置
及

び
審

査

事
項

を
規

定
す

る
。

ま
た

，
廃

止
措

置
に
お

け
る

保
安

の
監

督
を

行
う

者
の

任
命

に
関

す
る

事
項

及
び

そ

の
職

務
を

明
確

に
し

，
そ

の
者

に
各

職
位
の

業
務

を
総

括
的

に
監

督
さ

せ
る

。
 

こ
れ

ら
の

体
制

を
確

立
す

る
こ

と
に

よ
り

，
廃

止
措

置
に

関
す

る
保

安
管

理
業

務
を

円
滑

か
つ

適
切

に

実
施

す
る

。
 

 ２
 

廃
止

措
置

に
係

る
経

験
 

当
社

は
，
昭

和
32

年
以

来
，
原

子
力

発
電

に
関

す
る

諸
調

査
，
諸

準
備

等
を

進
め

る
と

と
も

に
，
原

子

力
発

電
所

の
建

設
及

び
営

業
運

転
開

始
以
来

，
保

有
す

る
計

4
基

の
原

子
力

発
電

所
に

お
い

て
，
約

49
年

に
及

ぶ
運

転
を

行
っ

て
お

り
，

改
造

，
設
備

点
検

等
の

保
守

管
理

，
運

転
，

保
守

に
お

け
る

保
安

管
理

，

放
射

線
管

理
等

を
通

じ
て

豊
富

な
経

験
を
有

し
て

い
る

。
 

廃
止

措
置

に
お

い
て

は
，
こ

れ
ら

の
経

験
に

加
え

，
平

成
13

年
1
2
月

か
ら

約
14

年
間

に
わ

た
り

，
東

海
発

電
所

の
廃

止
措

置
で

実
施

し
て

き
た
原

子
炉

領
域

以
外

の
解

体
撤

去
（

燃
料

取
扱

建
屋

領
域

機
器

解

体
撤

去
工

事
，

燃
料

取
替

機
等

解
体

撤
去
工

事
，

熱
交

換
器

等
解

体
撤

去
工

事
）

及
び

放
射

性
廃

棄
物

の

処
理

に
関

す
る

経
験

，
並

び
に

国
内

外
に
お

け
る

廃
止

措
置

の
調

査
を

基
に

，
廃

止
措

置
工

事
に

係
る

適

切
な

保
安

管
理

，
放

射
線

管
理

，
設

備
の
維

持
管

理
等

を
行

う
。

 

 

添
付

書
類

八
 

廃
止

措
置

の
実

施
体

制
に

関
す

る
説

明
書

 
 １

 
廃

止
措

置
の

実
施

体
制

 

１
号

炉
の

廃
止

措
置

の
実

施
体

制
に

つ
い

て
は

，
原

子
炉

等
規

制
法

第
43

条
の

3
の

2
4
及

び
実

用
炉

規
則

第
9
2
条

第
3
項

に
基

づ
き

，
保

安
規

定
に

お
い

て
保

安
管
理

体
制

を
定

め
，
本

店
及

び
敦

賀
発

電
所

の
組

織
に

お
い

て
廃

止
措

置
の

業
務

に
係

る
各

職
位

と
そ

の
職
務

内
容

を
記

載
し

，
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

分

担
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
，

保
安

管
理

上
重

要
な

事
項

を
審
議

す
る

た
め

の
委

員
会

の
設

置
及

び
審

査

事
項

を
規

定
す

る
。

ま
た

，
廃

止
措

置
に

お
け

る
保

安
の

監
督
を

行
う

者
の

任
命

に
関

す
る

事
項

及
び

そ

の
職

務
を

明
確

に
し

，
そ

の
者

に
各

職
位

の
業

務
を

総
括

的
に

監
督

さ
せ

る
。

 

こ
れ

ら
の

体
制

を
確

立
す

る
こ

と
に

よ
り

，
廃

止
措

置
に

関
す

る
保

安
管

理
業

務
を

円
滑

か
つ

適
切

に

実
施

す
る

。
 

 ２
 

廃
止

措
置

に
係

る
経

験
 

当
社

は
，
昭

和
32

年
以

来
，
原

子
力

発
電

に
関

す
る

諸
調

査
，
諸

準
備

等
を

進
め

る
と

と
も

に
，
原

子

力
発

電
所

の
建

設
及

び
営

業
運

転
開

始
以

来
，
保

有
す

る
計

4
基

の
原

子
力

発
電

所
に

お
い

て
，
約

49
年

に
及

ぶ
運

転
を

行
っ

て
お

り
，

改
造

，
設

備
点

検
等

の
施

設
管
理

，
運

転
，

保
守

に
お

け
る

保
安

管
理

，

放
射

線
管

理
等

を
通

じ
て

豊
富

な
経

験
を

有
し

て
い

る
。

 

廃
止

措
置

に
お

い
て

は
，
こ

れ
ら

の
経

験
に

加
え

，
平

成
13

年
1
2
月

か
ら

約
14

年
間

に
わ

た
り

，
東

海
発

電
所

の
廃

止
措

置
で

実
施

し
て

き
た

原
子

炉
領

域
以

外
の
解

体
撤

去
（

燃
料

取
扱

建
屋

領
域

機
器

解

体
撤

去
工

事
，

燃
料

取
替

機
等

解
体

撤
去

工
事

，
熱

交
換

器
等
解

体
撤

去
工

事
）

及
び

放
射

性
廃

棄
物

の

処
理

に
関

す
る

経
験

，
並

び
に

国
内

外
に

お
け

る
廃

止
措

置
の
調

査
を

基
に

，
廃

止
措

置
工

事
に

係
る

適

切
な

保
安

管
理

，
放

射
線

管
理

，
設

備
の

維
持

管
理

等
を

行
う

。
 

 

              実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（
「

保

守
管

理
」

を

「
施

設
管

理
」

に
変

更
）
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

添
付

書
類

九
 

品
質

保
証

計
画

に
関

す
る

説
明

書
 

 

廃
止

措
置

期
間

中
に

お
け

る
品

質
保

証
計

画
に

つ
い

て
は

，
原

子
炉

等
規

制
法

第
43

条
の

3
の

2
2
第

1

項
，
実

用
炉

規
則

第
69

条
，
第

70
条

，
第

71
条

及
び

第
9
2
条

第
3
項

に
基

づ
き

，
保

安
規

定
に

お
い

て
，

社
長

を
ト

ッ
プ

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

と
す

る
品

質
保

証
計

画
を

定
め

，
保

安
規

定
及

び
品

質
保

証
規

程
並

び
に

そ

れ
ら

に
基

づ
く

下
部

規
程

に
よ

り
廃

止
措

置
に

関
す

る
保

安
活

動
の

計
画

，
実

施
，
評

価
及

び
改

善
の

一
連

の
プ

ロ
セ

ス
を

明
確

に
し

，
こ

れ
ら

を
継

続
的

に
運

用
す

る
こ

と
に

よ
り

，
原

子
力

安
全

の
達

成
，
維

持
及

び
向

上
を

図
る

。
 

ま
た

，
廃

止
措

置
期

間
中

に
お

け
る

品
質
保

証
活

動
は

，
廃

止
措

置
の

安
全

の
重

要
性

に
応

じ
た

管
理

を

実
施

す
る

。「
添

付
書

類
六

 
廃

止
措

置
期

間
中

に
機

能
を

維
持

す
べ

き
発

電
用

原
子

炉
施

設
及

び
そ

の
性

能

並
び

に
そ

の
性

能
を

維
持

す
べ

き
期

間
に

関
す

る
説

明
書

」
の

廃
止

措
置

期
間

中
に

機
能

を
維

持
す

べ
き

設

備
の

保
守

管
理

を
含

め
，

品
質

保
証

計
画

の
下

で
実

施
す

る
。

 

 

添
付

書
類

九
 

廃
止

措
置

に
係

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

関
す

る
説

明
書

 

 1．
概

要
 

廃
止

措
置

期
間

中
に

お
け

る
敦

賀
発

電
所

１
号

炉
の

安
全

を
達

成
・

維
持

・
向

上
さ

せ
る

た
め

，
敦

賀

発
電

所
設

置
変

更
許

可
申

請
（

１
号

炉
）

本
文

第
十

一
号

の
「

発
電

用
原

子
炉

施
設

の
保

安
の

た
め

の
業

務
に

係
る

品
質

管
理

に
必

要
な

体
制

の
整

備
に

関
す

る
事

項
」

に
基

づ
き

，
廃

止
措

置
に

係
る

保
安

活
動

を
確

実
に

実
施

す
る

た
め

の
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

構
築

し
，

敦
賀

発
電

所
原

子
炉

施
設

保
安

規
定

（
１

号
炉

）
の

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

に
定
め

て
い

る
。

 

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

で
は

，
社

長
を

ト
ッ

プ
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
と

し
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

シ
ス

テ
ム

を
定

め
，

廃
止

措
置

に
関

す
る

保
安

活
動

の
計

画
，

実
施

，
評

価
及

び
改

善
の

一
連

の
プ

ロ
セ

ス
を

明
確

に
し

，
効

果
的

に
運

用
す

る
こ

と
に

よ
り

，
原

子
力
安

全
の

達
成

・
維

持
・

向
上

を
図

る
。

 

ま
た

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
の

も
と

で
性

能
を

維
持

す
べ

き
施

設
及

び
そ

の
他

の
施

設
の

施

設
管

理
等

の
廃

止
措

置
に

係
る

業
務

を
実

施
す

る
。

 

 2．
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
 

(1
)
 組

織
は

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
計

画
に

従
っ

て
，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
立

し
，

実
施

す
る

と
と

も
に

，
そ

の
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
，

そ
の

改
善

を
継

続
的

に
行

う
。

 

(2
)
 組

織
は

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
に

必
要

な
プ

ロ
セ

ス
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
，
そ

の
プ

ロ

セ
ス

を
組

織
に

適
用

す
る

こ
と

を
決

定
し

，
次

に
掲

げ
る

業
務

を
行

う
。

 

a)
 
プ

ロ
セ

ス
の

運
用

に
必

要
な

情
報

及
び

当
該

プ
ロ

セ
ス

の
運

用
に

よ
り

達
成

さ
れ

る
結

果
を

文
書

で

明
確

に
す

る
。

 

b
) 

プ
ロ

セ
ス

の
順

序
及

び
相

互
の

関
係

を
明

確
に

す
る

。
 

c)
 プ

ロ
セ

ス
の

運
用

及
び

管
理

の
実

効
性

の
確

保
に

必
要

な
組

織
の

保
安

活
動

の
状

況
を

示
す

指
標
（

以

下
「

保
安

活
動

指
標

」
と

い
う

。
）

並
び

に
当

該
指

標
に

係
る

判
定

基
準

を
明

確
に

定
め

る
。

 

な
お

，
保

安
活

動
指

標
に

は
，

安
全

実
績

指
標

（
特

定
核

燃
料

物
質

の
防

護
に

関
す

る
領

域
に

係
る

も
の

を
除

く
。

）
を

含
む

。
 

d)
 プ

ロ
セ

ス
の

運
用

並
び

に
監

視
及

び
測

定
（

以
下
「

監
視

測
定

」
と

い
う

。
）
に

必
要

な
資

源
及

び
情

報
が

利
用

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

（
責

任
及

び
権

限
の

明
確

化
を

含
む

。
）

。
 

e)
 プ

ロ
セ

ス
の

運
用

状
況

を
監

視
測

定
し

分
析

す
る

。
た

だ
し

，
監

視
測

定
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
は

，
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

f)
 プ

ロ
セ

ス
に

つ
い

て
，
意

図
し

た
結

果
を

得
，
及

び
実

効
性

を
維

持
す

る
た

め
の

措
置
（

プ
ロ

セ
ス

の

変
更

を
含

む
。

）
を

講
ず

る
。

 

g)
 プ

ロ
セ

ス
及

び
組

織
の

体
制

を
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
と

整
合

的
な

も
の

と
す

る
。

 

h)
 
原

子
力

の
安

全
と

そ
れ

以
外

の
事

項
に

お
い

て
意

思
決

定
の

際
に

対
立

が
生

じ
た

場
合

に
は

，
原

子

力
の

安
全

が
確

保
さ

れ
る

よ
う

に
す

る
。

こ
れ

に
は

，
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
が

原
子

力
の

安
全

に
与

え

る
潜

在
的

な
影

響
と

原
子

力
の

安
全

に
係

る
対

策
が

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

に
与

え
る

潜
在

的
な

影
響

を

実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（
「

品

質
保

証
計

画
」

を
「

廃
止

措
置

に
係

る
品

質

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ

ス
テ

ム
」

に
変

更
）

 

 実
用

炉
規

則

の
改

正
に

伴

う
変

更
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ

ス
テ

ム

に
係

る
記

載

の
充

実
）
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

特
定

し
，

解
決

す
る

こ
と

を
含

む
。

 

(3
)
 組

織
は

，
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
及

び
維

持
す

る
。
こ

れ
は

，
技

術
的

，
人

的
，
組

織
的

な
要

因
の

相
互

作
用

を
適

切
に

考
慮

し
て

，
効

果
的

な
取

組
み

を
通

じ
て

，
次

の
状

態
を

目
指

し
て

い
る

こ
と

を
い

う
。

 

a
) 

原
子

力
の

安
全

及
び

安
全

文
化

の
理

解
が

組
織

全
体

で
共

通
の

も
の

と
な

っ
て

い
る

。
 

b
) 

風
通

し
の

良
い

組
織

文
化

が
形

成
さ

れ
て

い
る

。
 

c)
 要

員
が

，
自

ら
行

う
原

子
力

の
安

全
に

係
る

業
務

に
つ

い
て

理
解

し
て

遂
行

し
，
そ

の
業

務
に

責
任

を

持
っ

て
い

る
。

 

d)
 全

て
の

活
動

に
お

い
て

，
原

子
力

の
安

全
を

考
慮

し
た

意
思

決
定

が
行

わ
れ

て
い

る
。

 

e)
 要

員
が

，
常

に
問

い
か

け
る

姿
勢

及
び

学
習

す
る

姿
勢

を
持

ち
，
原

子
力

の
安

全
に

対
す

る
自

己
満

足

を
戒

め
て

い
る

。
 

f)
 
原

子
力

の
安

全
に

影
響

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
の

あ
る

問
題

が
速

や
か

に
報

告
さ

れ
，

報
告

さ
れ

た
問

題

が
対

処
さ

れ
，

そ
の

結
果

が
関

係
す

る
要

員
に

共
有

さ
れ

て
い

る
。

 

g)
 
安

全
文

化
に

関
す

る
内

部
監

査
及

び
自

己
評

価
の

結
果

を
組

織
全

体
で

共
有

し
，

安
全

文
化

を
改

善

す
る

た
め

の
基

礎
と

し
て

い
る

。
 

h)
 
原

子
力

の
安

全
に

は
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
が

関
係

す
る

場
合

が
あ

る
こ

と
を

認
識

し
て

，
要

員
が

必
要

な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

取
っ

て
い

る
。

 

(4
)
 組

織
は

，
機

器
等

又
は

個
別

業
務

に
係

る
要

求
事

項
（

関
係
法

令
を

含
む

。
以

下
「

個
別

業
務

等
要

求

事
項

」
と

い
う

。
）
へ

の
適

合
に

影
響

を
及

ぼ
す

プ
ロ

セ
ス

を
外

部
委

託
す

る
こ

と
と

し
た

と
き

は
，
当

該
プ

ロ
セ

ス
が

管
理

さ
れ

て
い

る
よ

う
に

す
る

。
 

(5
)
 組

織
は

，
保

安
活

動
の

重
要

度
に

応
じ

て
，

資
源

の
適

切
な

配
分

を
行

う
。

 

 3．
経

営
責

任
者

等
の

責
任

 

社
長

は
，

原
子

力
の

安
全

の
た

め
の

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
を

発
揮

し
，

責
任

を
持

っ
て

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン

ト
シ

ス
テ

ム
を

確
立

さ
せ

，
実

施
さ

せ
る

と
と

も
に

，
そ

の
実

効
性

を
維

持
し

て
い

る
こ

と
を

，
次

に
掲

げ
る

業
務

を
行

う
こ

と
に

よ
っ

て
実

証
す

る
。

 

a
) 

品
質

方
針

を
定

め
る

こ
と

 

b
) 

品
質

目
標

が
定

め
ら

れ
て

い
る

よ
う

に
す

る
こ

と
 

c)
 要

員
が

，
健

全
な

安
全

文
化

を
育

成
し

，
及

び
維

持
す

る
こ

と
に

貢
献

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と
（

要

員
が

健
全

な
安

全
文

化
を

育
成

し
，

維
持

す
る

取
組

に
参

画
で

き
る

環
境

を
整

え
て

い
る

こ
と

を
い

う
。

）
 

d)
 マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
レ

ビ
ュ

ー
を

実
施

す
る

こ
と

 

e)
 資

源
が

利
用

で
き

る
体

制
を

確
保

す
る

こ
と

 

f)
 
関

係
法

令
を

遵
守

す
る

こ
と

そ
の

他
原

子
力

の
安

全
を

確
保

す
る

こ
と

の
重

要
性

を
要

員
に

周
知

す

る
こ

と
 

g)
 保

安
活

動
に

関
す

る
担

当
業

務
を

理
解

し
，
遂

行
す

る
責

任
を

有
す

る
こ

と
を

，
要

員
に

認
識

さ
せ

る
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

こ
と

 

h)
 全

て
の

階
層

で
行

わ
れ

る
決

定
が

，
原

子
力

の
安

全
の

確
保

に
つ

い
て

，
そ

の
優

先
順

位
及

び
説

明
す

る
責

任
を

考
慮

し
て

確
実

に
行

わ
れ

る
よ

う
に

す
る

こ
と

 

 4．
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
，

実
施

，
評

価
及

び
改

善
 

4.
1
 

個
別

業
務

に
必

要
な

プ
ロ

セ
ス

の
計

画
 

(1
)
 組

織
は

，
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロ
セ

ス
に

つ
い

て
，
計

画
を

策
定

す
る

と
と

も
に

，
そ

の
プ

ロ
セ

ス

を
確

立
す

る
。

 

(2
)
 
組

織
は

，
(1

)の
計

画
と

当
該

個
別

業
務

以
外

の
プ

ロ
セ

ス
に

係
る

個
別

業
務

等
要

求
事

項
と

の
整

合

性
を

確
保

す
る

。
 

(3
)
 組

織
は

，
個

別
業

務
に

関
す

る
計

画
（

以
下

「
個

別
業

務
計

画
」

と
い

う
。

）
の

策
定

又
は

変
更

（
プ

ロ
セ

ス
及

び
組

織
の

変
更
（

累
積

的
な

影
響

が
生

じ
得

る
プ

ロ
セ

ス
及

び
組

織
の

軽
微

な
変

更
を

含
む

。
）

を
含

む
。

）
を

行
う

に
当

た
り

，
次

に
掲

げ
る

事
項

を
明

確
に

す
る

。
 

 

a)
 
個

別
業

務
計

画
の

策
定

又
は

変
更

の
目

的
及

び
当

該
計

画
の

策
定

又
は

変
更

に
よ

り
起

こ
り

得
る

結

果
（

当
該

変
更

に
よ

る
原

子
力

の
安

全
へ

の
影

響
の

程
度

の
分

析
及

び
評

価
並

び
に

当
該

分
析

及
び

評

価
の

結
果

に
基

づ
き

講
じ

た
措

置
を

含
む

。
）

 

b)
 機

器
等

又
は

個
別

業
務

に
係

る
品

質
目

標
及

び
個

別
業

務
等

要
求

事
項

 

c)
 機

器
等

又
は

個
別

業
務

に
固

有
の

プ
ロ

セ
ス

，
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
文

書
及

び
資

源
 

d)
 使

用
前

事
業

者
検

査
等

，
検

証
，
妥

当
性

確
認

及
び

監
視

測
定

並
び

に
こ

れ
ら

の
個

別
業

務
等

要
求

事

項
へ

の
適

合
性

を
判

定
す

る
た

め
の

基
準

 

e)
 
個

別
業

務
に

必
要

な
プ

ロ
セ

ス
及

び
当

該
プ

ロ
セ

ス
を

実
施

し
た

結
果

が
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に

適
合

す
る

こ
と

を
実

証
す

る
た

め
に

必
要

な
記

録
 

(4
)
 組

織
は

，
策

定
し

た
個

別
業

務
計

画
を

，
そ

の
個

別
業

務
の

作
業

方
法

に
適

し
た

も
の

と
す

る
。

 

 4.
2
 個

別
業

務
の

実
施

 

組
織

は
，

個
別

業
務

計
画

に
基

づ
き

，
個

別
業

務
を

次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

個
別

業
務

の
内

容
等

か

ら
該

当
し

な
い

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
除

く
。

）
に

適
合

す
る
よ

う
に

実
施

す
る

。
 

a)
 
原

子
炉

施
設

の
保

安
の

た
め

に
必

要
な

情
報

（
保

安
の

た
め

に
使

用
す

る
機

器
等

又
は

実
施

す
る

個
 

別
業

務
の

特
性

及
び

当
該

機
器

等
の

使
用

又
は

個
別

業
務

の
実

施
に

よ
り

達
成

す
べ

き
結

果
を

含
む

。
）

が
利

用
で

き
る

体
制

に
あ

る
こ

と
 

b)
 手

順
書

等
が

必
要

な
時

に
利

用
で

き
る

体
制

に
あ

る
こ

と
 

c)
 当

該
個

別
業

務
に

見
合

う
設

備
を

使
用

し
て

い
る

こ
と

 

d)
 監

視
測

定
の

た
め

の
設

備
が

利
用

で
き

る
体

制
に

あ
り

，
か

つ
，

当
該

設
備

を
使

用
し

て
い

る
こ

と
 

e)
 監

視
測

定
を

実
施

し
て

い
る

こ
と

 

f)
 
本

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画

に
基

づ
き

，
プ

ロ
セ

ス
の

次
の

段
階

に
進

む
こ

と
の

承
認

を

行
っ

て
い

る
こ

と
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注
）

下
線

は
，

変
更

箇
所

を
示

す
も

の
で
あ

る
。

下
線

は
，

変
更
内

容
に

含
ま

な
い

。
 

 
 
 

 
 

 

敦
賀

発
電

所
１

号
炉

 
廃

止
措

置
計

画
変

更
前

後
比

較
表

 

変
更

前
 

変
更

後
 

備
考

 

 4.
3
 評

価
及

び
改

善
 

4.
3
.1

 
監

視
測

定
，

分
析

，
評

価
及

び
改

善
 

組
織

は
，

監
視

測
定

，
分

析
，

評
価

及
び

改
善

に
係

る
プ

ロ
セ

ス
（

取
り

組
む

べ
き

改
善

に
関

係
す

る

組
織

の
管

理
者

等
の

要
員

を
含

め
，

組
織

が
当

該
改

善
の

必
要

性
，

方
針

，
方

法
等

に
つ

い
て

検
討

す
る

プ
ロ

セ
ス

を
含

む
。

）
を

計
画

し
，

実
施

す
る

。
 

 4.
3
.2

 
不

適
合

の
管

理
 

(1
)
 組

織
は

，
個

別
業

務
等

要
求

事
項

に
適

合
し

な
い

機
器

等
が

使
用

さ
れ

，
又

は
個

別
業

務
が

実
施

さ
れ

る
こ

と
が

な
い

よ
う

，
当

該
機

器
等

又
は

個
別

業
務

を
特

定
し

，
こ

れ
を

管
理

す
る
（

不
適

合
が

確
認

さ

れ
た

機
器

等
又

は
個

別
業

務
が

識
別

さ
れ

，
不

適
合

が
全

て
管

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
い

う
。

）
。

 

(2
)
 組

織
は

，
次

に
掲

げ
る

方
法

の
い

ず
れ

か
に

よ
り

，
不

適
合

を
処

理
す

る
。

 

a
) 

発
見

さ
れ

た
不

適
合

を
除

去
す

る
た

め
の

措
置

を
講

ず
る

こ
と

 

b)
 
不

適
合

に
つ

い
て

，
あ

ら
か

じ
め

定
め

ら
れ

た
手

順
に

よ
り

原
子

力
の

安
全

に
及

ぼ
す

影
響

に
つ

い
 

て
評

価
し

，
機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

に
つ

い
て

の
承

認
を

行
う

こ
と

 

c)
 機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

が
で

き
な

い
よ

う
に

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
 

d)
 
機

器
等

の
使

用
又

は
個

別
業

務
の

実
施

後
に

発
見

し
た

不
適

合
に

つ
い

て
は

，
そ

の
不

適
合

に
よ

る

影
響

又
は

起
こ

り
得

る
影

響
に

応
じ

て
適

切
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

 

(3
)
 
組

織
は

，
(2

)a
)
の

措
置

を
講

じ
た

場
合

に
お

い
て

は
，

個
別

業
務

等
要

求
事

項
へ

の
適

合
性

を
実

証

す
る

た
め

の
検

証
を

行
う

。
 

 4.
3
.3

 
改

善
 

組
織

は
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
継

続
的

な
改

善
（

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

の
実

効

性
を

向
上

さ
せ

る
た

め
の

継
続

的
な

活
動

を
い

う
。

）
を

行
う

た
め

に
，

品
質

方
針

及
び

品
質

目
標

の
設

定
，

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

レ
ビ

ュ
ー

及
び

内
部

監
査

の
結

果
の

活
用

，
デ

ー
タ

の
分

析
並

び
に

是
正

処
置

及
び

未
然

防
止

処
置

の
評

価
を

通
じ

て
改

善
が

必
要

な
事

項
を

明
確

に
す

る
と

と
も

に
，

当
該

改
善

の
実

施
そ

の
他

の
措

置
を

講
じ

る
。

 

 5．
廃

止
措

置
に

係
る

業
務

 

廃
止

措
置

期
間

中
に

お
け

る
品

質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
は

，
廃

止
措

置
の

安
全

の
重

要
性

に
応

じ

た
管

理
を

実
施

す
る

。
廃

止
措

置
に

係
る

工
事

等
の

業
務

，
性

能
維

持
施

設
の

施
設

管
理

等
の

廃
止

措
置

計
画

に
基

づ
く

活
動

は
，

品
質

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画
の

下
で

実
施

す
る

。
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